
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
（
上
）

一
筆
蹟
の
観
察
と
記
帳
作
業
の
検
討

〉
昌
〉
§
日
属
ε
閃
。
8
塁
侍
凄
g
臣
①
O
a
臼
o
h
＞
。
8
‘
三
ω
8
円
頃
包
凸
轟
チ
。
「
。
。
げ
凶
着
目
巴
①
『
m
目
①
ヨ
且
。

　
頃
器
亀
8
0
門
壱
8
「
o
σ
q
8
巴
O
σ
奏
達
匿
。
昌
き
ら
雪
穿
自
国
置
戸
一
§
o
h
ゆ
8
算
o
o
℃
ぎ
σ
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
本
　
幸
　
男

S5

は
じ
め
に

　
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
十
二
月
～
六
年
八
月
の
石
山
寺
増
改
築
工
事
（
以
下
、
造
営
と
称
す
）
と
、
同
六
年
二
月
～
十
一
月
の
同
寺

で
の
写
経
事
業
を
担
当
し
た
造
石
山
寺
所
の
関
係
文
書
は
、
福
山
敏
男
氏
の
内
容
に
も
と
つ
く
整
理
分
類
研
究
、
岡
藤
良
敬
氏
の
写
本
・

　
　
こ

写
真
か
ら
の
検
証
研
究
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
と
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
の
原
本
調
査
な
ど
に
よ
り
、
ほ
ぼ
原
形
に
復
さ
れ
つ
つ
あ

ハ
ヨ
ワる

。
総
紙
数
四
〇
〇
余
り
の
関
係
文
書
の
中
心
を
な
す
の
は
、
日
ご
と
の
直
物
収
納
や
下
充
、
発
給
文
書
の
案
文
な
ど
を
書
き
留
め
る
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

簿
類
で
、
そ
の
分
量
は
全
体
の
約
六
割
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
石
山
寺
で
の
造
営
や
写
経
の
実
態
を
伝
え
る
基
本
史
料
と
し
て
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

容
の
分
析
が
進
め
ら
れ
、
多
く
の
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
が
、
帳
簿
の
作
成
過
程
と
い
う
帳
簿
研
究
の
基
礎
的
な
問
題
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
。
①
帳
簿
記
事
の
も
と
に
な
る
伝
票
や
発
給
文
書
案
の
収
集
と
整
理
、
②
筆

・
墨
・
紙
・
軸
な
ど
の
帳
簿
用
頭
物
の
入
手
と
帳
簿
本
体
の
作
成
、
③
帳
簿
へ
の
諸
事
項
の
記
入
（
記
帳
）
と
い
っ
た
帳
簿
作
成
過
程
の
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造石山寺所の帳簿

解
明
は
、
造
石
山
寺
所
の
政
所
に
あ
っ
て
実
務
に
従
事
す
る
官
人
の
動
向
を
知
る
上
で
も
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
作
業
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
微
細
な
日
常
的
業
務
に
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
官
司
な
り
国
家
な

り
が
、
こ
う
し
た
業
務
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
局
面
だ
け
を
照
射
す
る
作
業

に
は
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
帳
簿
か
ら
汲
み
取
っ
た
価
値
を
い
か
に
古
代
史
像
に
反
映
さ
せ
る
か
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
向
け
て
の

さ
さ
や
か
な
試
み
を
、
右
に
示
し
た
帳
簿
作
成
過
程
の
③
の
点
、
す
な
わ
ち
比
較
的
状
況
を
把
握
し
や
す
い
記
帳
作
業
の
検
討
を
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
対
象
と
す
る
の
は
、
日
ご
と
に
記
事
を
書
き
継
ぐ
次
の
一
四
点
の
帳
簿
で
あ
る
。

　
㈹
造
石
山
寺
所
造
寺
料
銭
用
帳
（
五
年
十
二
月
二
十
四
日
～
七
年
正
月
三
十
日
）

　
㈹
造
石
山
寺
所
下
銭
帳
（
六
年
四
月
九
日
～
二
十
日
）

　
個
造
寺
料
雑
物
収
納
帳
（
五
年
十
二
月
二
十
八
日
～
六
年
二
月
二
十
六
日
）

　
⑥
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
（
六
年
正
月
十
四
日
～
閏
十
二
月
二
十
九
日
）

　
⑪
造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案
（
六
年
正
月
十
五
日
～
七
年
六
月
十
六
日
）

　
③
造
石
山
寺
所
雑
材
井
檜
皮
及
和
炭
納
帳
（
六
年
正
月
十
五
日
～
七
月
二
十
二
日
）

　
㈹
造
石
山
寺
所
雑
材
納
帳
（
六
年
正
月
十
五
日
～
二
十
八
日
）

　
㈹
造
石
山
寺
所
鉄
充
井
作
上
帳
（
六
年
正
月
十
六
日
～
八
月
三
日
）

　
㈹
造
石
山
寺
所
鉄
用
帳
（
六
年
正
月
十
六
日
～
二
月
二
十
一
日
）

　
⑥
造
石
山
寺
所
雑
物
用
帳
（
六
年
正
月
二
十
四
日
～
七
月
二
十
七
日
）

　
⑥
造
石
山
寺
所
雑
物
用
帳
（
六
年
正
月
十
六
日
～
二
月
十
五
日
）

　
㈹
造
石
山
寺
所
雑
材
井
檜
皮
及
和
炭
用
帳
（
六
年
三
月
四
日
～
十
月
一
日
）
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①
米
売
価
銭
用
帳
（
第
二
牝
）
（
六
年
八
月
十
日
～
九
月
二
十
四
日
）

　
ω
造
石
山
寺
写
経
所
食
物
用
帳
（
六
年
八
月
十
二
日
～
十
二
月
十
三
日
ヵ
）

　
原
形
に
復
さ
れ
た
各
帳
簿
の
用
紙
と
そ
の
背
面
の
関
係
及
び
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
文
書
）
』
で
の
掲
載
箇
所
は
、
後
掲
の
「
造
石

山
寺
所
関
係
帳
簿
一
覧
表
」
（
以
下
、
一
覧
表
と
略
記
）
に
示
し
て
お
い
た
。

　
以
下
で
は
、
ま
ず
帳
簿
の
筆
者
を
判
定
す
る
作
業
か
ら
始
め
、
次
い
で
こ
れ
ら
の
帳
簿
作
成
者
の
動
向
に
留
意
し
な
が
ら
、
右
の
一
四

点
の
帳
簿
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
記
帳
が
進
め
ら
れ
て
行
く
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

87

一
　
帳
簿
の
筆
者

山本幸男

ω
書
式
と
位
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

料
物
の
収
納
・
下
充
記
事
を
書
き
継
ぐ
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
（
⑪
解
移
牒
黒
黒
を
除
く
＝
二
点
）
は
、
◎
食
物
用
帳
を
例
に
示
す
と
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ

の
よ
う
な
書
式
を
と
る
（
五
ノ
六
～
七
）
。

　
　
　
　
　
　

　
　
十
七
日
下
米
伍
餅
捌
合
鎚
二
4
4
八
合
　
乗
米
料
留
三
升
四
勺

　
　
　
　
　
右
常
食
料
下
用
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
典
上
都
宿
称
　
　
領
下
道
主

　
　
十
八
日
下
米
漢
聾
弐
升
陸
合
舶
た
4
4
二
升
六
合
　
乗
米
分
折
留
四
升
三
合

　
　
　
　
　
右
常
食
料
下
如
件

　
　
　
　
又
下
米
弐
聾
璋
升
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
右
仕
丁
土
師
嶋
足
正
当
月
半
食
残
米
料
日
別
八
合
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造石山寺所の帳簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
典
主
都
宿
称
　
　
領
下
道
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
合
点
は
省
略
し
た
）

　
十
七
日
条
は
、
日
付
の
下
に
本
帳
の
主
文
で
あ
る
下
米
・
乗
米
記
事
を
掲
げ
、
次
行
以
降
に
そ
の
用
途
を
示
す
「
右
」
で
始
ま
る
記
事

（
以
下
、
「
右
」
記
事
と
称
す
）
、
主
典
と
領
の
位
署
が
続
く
（
改
行
の
場
合
は
、
主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
の
よ
う
に
記
す
）
。
主
文
を
追
加

す
る
場
合
は
、
十
八
日
条
の
よ
う
に
「
又
」
を
冠
し
て
記
し
（
以
下
、
「
又
」
主
文
と
称
す
）
、
「
右
」
記
事
／
位
署
と
書
き
継
ぐ
。
最
初
の

主
文
／
「
右
」
記
事
に
位
署
を
加
え
、
「
又
」
主
文
を
書
く
例
も
あ
る
。
各
帳
簿
を
通
覧
す
る
と
、
主
文
と
「
右
」
記
事
を
同
一
行
に
記

す
も
の
（
以
下
、
主
文
＋
「
右
」
記
事
の
よ
う
に
記
す
）
、
「
又
」
主
文
を
何
度
も
繰
り
返
す
も
の
、
「
右
」
記
事
や
位
署
を
省
略
す
る
も
の

な
ど
が
散
見
す
る
が
、
そ
の
土
穿
は
さ
ほ
ど
多
く
な
く
、
い
ず
れ
も
主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
、
主
文
／
「
右
」
記
事
／
（
位
署
）
／

「
又
」
主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
を
基
本
形
と
す
る
展
開
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
位
署
に
は
、
右
の
例
の
よ
う
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
主
典
安
都
宿
称
」
（
以
下
、
主
典
位
署
と
称
す
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
下
に
「
雄
足
」
と
自
署
を
加
え
る
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
領
（
案
主
）
の
場
合
は
姓
名
を
書
く
例
が
多
く
（
以
下
、

　
　
　
き
　

領
位
署
と
称
す
）
、
彼
ら
が
帳
簿
の
作
成
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
記
事
が
位
署
部
分
に
見
え
る
領
、
具

体
的
に
は
右
の
下
道
主
と
四
月
以
降
に
登
場
す
る
上
馬
養
（
後
述
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
㈹
造
寺
料
銭
用

帳
の
二
月
十
六
日
、
三
月
八
日
、
九
日
各
条
の
位
署
に
下
道
主
が
朱
で
、
「
上
値
」
と
の
み
自
署
を
加
え
た
り
、
③
雑
材
井
甘
皮
及
和
炭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

納
帳
の
三
月
十
六
日
、
十
七
日
な
ど
の
条
で
道
主
の
自
署
を
欠
く
例
が
あ
る
よ
う
に
、
第
三
の
筆
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い

る
。
つ
ま
り
、
帳
簿
各
条
の
筆
者
を
簡
単
に
位
署
に
姓
名
を
記
す
領
と
は
見
な
せ
な
い
わ
け
で
、
主
文
・
「
右
」
記
事
の
筆
者
が
領
で
あ

る
か
ど
う
か
の
判
定
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
正
月
十
四
日
か
ら
八
月
二
十
三
日
に
か
け
て
日
ご
と
の
記
事
を
書
き

　
　
　
　
　
　
　
り
　

継
ぐ
⑥
食
物
二
七
を
例
に
と
り
、
写
真
よ
り
各
条
の
筆
蹟
を
観
察
し
、
そ
の
筆
者
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
を
通
し
て
第

三
の
筆
者
と
は
誰
な
の
か
、
他
に
第
四
、
第
五
の
筆
者
が
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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山本幸男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
ω
筆
蹟
の
観
察
（
正
月
十
四
日
～
三
月
六
日
）

　
筆
蹟
の
判
定
は
、
観
察
者
の
感
覚
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
主
観
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
言
葉
を
弄
し
て
も
字
形
を

直
接
示
さ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
誰
の
筆
蹟
で
あ
る
か
を
読
み
手
に
伝
え
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
故
に
、
以
下
で
は
、
筆
蹟
の
判
定
に
客
観

的
要
素
と
具
体
性
を
加
味
す
る
た
め
に
、
◎
食
物
用
帳
に
頻
出
す
る
文
字
の
中
か
ら
比
較
的
字
形
の
特
徴
を
と
ら
え
や
す
い
も
の
を
い
く

つ
か
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
形
を
写
真
か
ら
敷
き
写
し
て
各
条
ご
と
に
主
文
・
「
右
」
記
事
・
位
署
別
に
提
示
し
、
筆
者
と
推
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

人
物
の
書
状
等
が
残
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
と
の
比
較
を
通
し
て
各
条
の
筆
者
を
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
対
象
と
な
る
文

字
は
、
主
文
で
は
「
米
」
「
黒
（
米
）
」
「
白
（
米
）
」
「
乗
（
米
）
」
「
塩
」
「
海
（
藻
）
」
「
醤
」
「
（
醤
・
酢
）
澤
」
、
「
右
」
記
事
で
は
「
右
」

「
料
」
「
如
（
件
）
」
、
主
典
位
署
で
は
「
（
安
）
都
営
（
祢
）
」
で
、
領
位
署
の
場
合
は
全
体
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
主
文
・
「
右
」

記
事
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
文
字
が
少
数
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
適
宜
他
の
文
字
で
補
う
こ
と
に
し
、
同
一
の
文
字
が
複
数
あ
る
場

合
は
、
字
形
が
相
互
に
異
な
る
も
の
に
限
り
も
う
一
点
加
え
て
掲
出
し
て
お
く
。

　
ま
ず
正
月
十
四
日
か
ら
三
月
六
日
ま
で
の
各
条
の
筆
蹟
を
示
す
と
図
1
ω
の
よ
う
に
な
る
。
二
月
八
日
条
「
又
」
主
文
と
十
一
日
条
主

文
の
領
位
署
に
は
上
馬
養
の
姓
「
上
」
が
見
え
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
領
位
署
に
「
下
道
主
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
該
各
条
の
筆

者
は
こ
の
下
道
主
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
を
見
る
た
め
に
、
図
2
に
示
し
た
宝
玉
の
書
状
等
の
筆
蹟

と
比
較
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
書
状
等
に
は
、
「
黒
」
「
乗
」
「
塩
」
「
澤
」
「
都
宿
」
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
残
る
一
〇
の
文
字
が
そ

の
対
象
と
な
る
。
図
2
に
は
、
観
察
者
の
眼
を
通
し
て
「
下
道
主
」
を
除
く
各
文
字
の
字
形
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
号

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ヅ
ト
の
大
文
字
）
を
付
し
て
お
い
た
。
図
1
ω
に
も
同
様
の
記
号
を
持
つ
文
字
が
あ
る
（
丸
囲
い
及
び
括
弧
付
き
の
記
号
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

い
て
は
後
述
）
が
、
こ
れ
は
図
2
と
の
比
較
の
結
果
、
書
状
等
の
字
形
に
類
似
す
る
と
見
な
し
た
も
の
に
相
当
す
る
。
主
文
の
「
米
」
と

「
右
」
記
事
の
「
如
」
に
関
し
て
は
、
字
形
を
二
点
提
示
し
た
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
書
状
等
の
字
形
、
つ
ま
り
道
主
の

筆
蹟
に
類
似
す
る
場
合
は
、
他
の
一
点
も
こ
れ
に
准
じ
比
較
の
基
準
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
正
月
十
七
日
条
と
十
八
日
差
、
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二
十
五
日
条
各
主
文
の
「
米
」
の
例
で
み
る
と
、
い
ず
れ
も
片
方
が
A
型
の
字
形
で
あ
る
の
で
他
方
を
そ
れ
ぞ
れ
A
・
A
・
A
型
と
し
、

他
の
条
で
類
似
の
字
形
が
あ
れ
ば
同
様
の
記
号
（
A
・
A
・
A
）
を
付
し
て
い
く
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
写
真
を
見
る
限
り

各
主
文
・
「
右
」
記
事
と
も
一
筆
の
よ
う
で
あ
り
、
同
一
人
に
よ
る
筆
蹟
の
変
化
と
見
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
図
1
ω
に
示
し
た
比
較
の
結
果
を
も
と
に
、
主
文
の
筆
者
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
書
状
等
の
筆
蹟
に
類
似
す
る
字
形
が
認
め
ら

れ
る
の
は
、
七
四
あ
る
主
文
の
う
ち
で
五
六
に
及
ぶ
。
類
似
の
字
形
は
、
多
く
の
場
合
一
、
二
点
で
あ
る
が
、
写
真
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

主
文
は
一
筆
で
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
も
下
道
主
の
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
夏
中
に
は
、
書
状
等
の
筆
蹟
の
場
合
と
同
じ
要
領
で
、
他
の
文
字

（「

普
v
「
乗
」
「
塩
」
「
海
」
）
に
つ
い
て
も
字
形
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
、
丸
囲
い
の
記
号
を
付
し
て
お
い
た
（
後
述
の
「
右
」
記
事
の
場

合
も
同
じ
）
。
残
り
の
一
八
の
主
文
に
つ
い
て
は
、
「
黒
」
「
乗
」
「
塩
」
「
海
」
の
文
字
を
道
主
の
筆
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
比
較
す
る
と
、

正
月
十
六
日
条
「
又
」
主
文
の
「
塩
」
は
同
月
二
十
八
日
条
主
文
の
「
塩
」
に
、
同
月
十
八
日
条
「
又
」
主
文
の
「
黒
」
は
同
月
二
十
六

日
条
「
又
」
主
文
の
「
黒
」
に
と
い
う
よ
う
に
、
相
互
に
類
似
す
る
字
形
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
図
1
ω
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

字
形
の
あ
る
条
の
日
付
を
記
し
て
お
い
た
が
、
二
月
二
十
六
日
条
第
一
「
又
」
主
文
に
は
こ
う
し
た
類
似
の
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
こ
に
見
え
る
「
酢
」
の
文
字
を
他
日
条
の
も
の
と
比
べ
る
と
（
図
1
②
参
照
）
、
字
形
に
は
大
き
な
相
違
は
な
く
筆
遣
い
も
似
る

の
で
、
こ
れ
も
道
主
の
筆
と
判
断
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
主
文
が
い
ず
れ
も
下
道
主
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
と
な
る
と
、
そ
れ
に
続
く
「
右
」
記
事
も
同
筆
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
も
図
1
ω
に
示
し
た
比
較
の
結
果
を
も
と
に
見
る
と
、
七
〇
あ
る
「
右
」
記
事
の
う
ち
六
七
の
も
の
に
書
状
等
の
筆
蹟
に
類
似
す
る
字

形
が
存
在
す
る
。
残
る
三
記
事
に
つ
い
て
も
、
正
月
十
九
日
条
の
場
合
は
「
料
」
が
同
月
十
八
日
条
主
文
の
も
の
に
、
そ
の
他
は
そ
れ
ぞ

れ
に
見
え
る
「
米
」
「
食
」
「
作
」
を
他
日
条
の
も
の
と
比
べ
る
と
（
図
1
②
参
照
）
、
い
ず
れ
も
字
形
が
類
似
し
て
お
り
同
筆
と
判
断
さ
れ

る
。　

領
位
署
の
場
合
は
、
「
下
道
主
」
の
字
形
が
一
定
し
な
い
も
の
の
、
姓
の
「
下
」
か
ら
名
の
「
道
主
」
に
至
る
筆
の
運
び
は
い
ず
れ
も
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一
連
の
よ
う
で
あ
り
、
書
状
等
の
自
署
（
図
2
参
照
）
と
比
べ
て
も
違
和
感
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
は
道
主
の
自
署
と
見
な
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
正
月
十
五
日
条
の
「
案
」
、
同
月
十
六
日
～
二
十
日
条
、
二
月
八
日
～
十
一
日
目
の
「
領
」
も
字
形
及
び
運
筆
が
書
状
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

も
の
に
類
似
す
る
の
で
、
領
位
署
は
す
べ
て
道
主
の
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
主
典
位
署
に
つ
い
て
は
判
定
の
基
準
を
欠
く
が
、
こ
の
部
分
だ

け
別
筆
と
は
考
え
難
く
、
ま
た
「
都
」
の
筆
運
び
、
と
り
わ
け
「
属
」
の
崩
し
の
ほ
と
ん
ど
が
「
ア
」
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
て
い

ず
れ
も
同
筆
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
見
繕
の
筆
と
見
な
し
て
お
き
た
い
（
位
署
の
場
合
は
、
「
都
宿
」
の
「
都
」
に
括
弧
付
き
の
分
類
記

号
を
図
中
に
表
記
し
た
）
。

　
こ
の
よ
う
に
図
1
ω
②
に
示
し
た
正
月
十
四
旧
～
三
月
六
日
に
か
け
て
の
各
条
の
筆
蹟
は
、
下
道
主
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
1
0
ゆ
と
図
2
を
道
主
の
筆
の
判
定
基
準
と
し
、
叙
述
の
都
合
上
、
下
主
の
筆
を
甲
筆
と
称
す
る
。

　
紛
筆
蹟
の
観
察
（
三
月
七
日
～
四
月
四
日
）

　
三
月
七
日
条
は
、
図
1
㈹
に
示
し
た
よ
う
に
主
文
と
四
つ
の
「
又
」
主
文
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
右
」
記
事
と
位
署
が
加
わ
る
形

式
を
と
る
。
こ
の
う
ち
、
主
文
と
第
一
・
第
四
「
又
」
主
文
及
び
そ
れ
ら
の
「
右
」
記
事
と
主
典
位
署
は
字
形
の
類
似
よ
り
、
領
位
署
の

「
下
道
主
」
は
図
1
ω
と
同
様
の
筆
遣
い
を
持
つ
の
で
、
い
ず
れ
も
甲
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
「
又
」
主
文
の
領
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

署
に
は
「
下
」
と
の
み
あ
る
だ
け
で
、
第
三
「
又
」
主
文
の
そ
れ
に
は
「
下
」
の
下
に
朱
で
「
道
導
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
各
主
文
・
「
右
」

記
事
・
主
典
位
署
の
筆
蹟
も
前
後
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
（
図
1
㈹
参
照
）
。
領
位
署
に
「
下
」
も
し
く
は
「
領
下
」
と
あ
っ
て
名
を

記
さ
な
い
例
は
、
四
月
二
日
条
「
又
」
主
文
、
五
月
二
日
条
第
二
「
又
」
主
文
、
十
六
日
条
第
三
「
又
」
主
文
で
も
認
め
ら
れ
る
。
「
領
ご

と
の
み
あ
る
七
月
一
日
条
と
二
日
条
の
場
合
も
同
様
に
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
図
1
ω
は
、
こ
れ
ら
各
条
の
「
米
」
以
下
の
文
字
を
掲
出
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
字
形
は
図
1
ω
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
下
道
主
以
外
の
人
物
の
筆
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
主
文
・
「
右
」
記
事
・
位
署
の
字
形
に
は
相
互
に
類
似
す
る
も
の
が
あ
り
、
甲
筆
と
は
墨
筆
と
し
た
三
月
七
日
条
第
二
・
第
三
「
又
」
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主
文
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
「
右
」
記
事
・
位
署
の
文
字
の
中
に
も
、
同
様
の
字
形
（
「
米
」
「
右
」
「
料
」
「
三
宿
」
）
が
認
め
ら
れ
る
（
図
1
㈹

ω
参
照
）
。
領
位
署
に
下
道
主
が
朱
で
名
を
加
え
た
り
、
自
署
を
欠
く
主
文
・
「
右
」
記
事
の
筆
は
同
一
の
よ
う
で
あ
る
。
と
な
る
と
、

そ
の
筆
者
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
図
1
㈲
に
示
し
た
七
月
二
十
九
日
か
ら
八
月
六
日
に
か
け
て
の
各
条
が
手
懸

り
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
こ
の
当
該
各
条
の
領
位
署
に
も
「
門
下
」
と
の
み
あ
っ
て
道
道
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
下
に
い
ず
れ
も

「
注
阿
刀
乙
尊
霊
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
筆
の
運
び
か
ら
し
て
一
筆
で
、
図
3
に
示
し
た
書
状
の
も
の
と
比

べ
て
も
違
和
感
は
な
い
。
そ
の
阿
刀
廿
里
呂
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
注
」
を
冠
し
て
自
署
を
加
え
た
の
は
、
下
道
主
に
か
わ
っ
て
主
文
・
「
右
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

記
事
・
位
署
を
書
い
た
こ
と
を
注
記
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
乙
万
呂
の
書
状
は
一
通
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
比
較
の
対
象
と

な
る
文
字
も
わ
ず
か
し
か
な
い
が
、
こ
の
注
記
に
信
を
置
い
て
、
七
月
二
十
九
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
の
各
条
は
乙
五
心
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
も
の
と
見
な
し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
図
1
㈲
と
図
3
を
乙
万
寿
の
筆
の
判
定
基
準
と
し
、
乙
万
呂
の
筆
を
不
在
と
称
す
る
。

　
図
1
㈲
と
図
3
に
は
、
甲
筆
の
場
合
と
同
じ
要
領
で
「
米
」
以
下
の
文
字
の
字
形
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
号
（
片
仮

名
の
イ
ロ
ハ
）
を
付
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
正
筆
に
類
似
す
る
字
形
が
図
1
③
ω
に
も
存
在
す
る
（
イ
ロ
ハ
を
付
し
た
も
の
）
。
対
象
と
な

る
文
字
が
な
い
三
月
七
日
条
第
三
「
又
」
主
文
の
場
合
も
、
「
騨
」
「
壱
」
で
比
べ
る
と
い
ず
れ
も
字
形
が
似
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
図
1

⑥
参
照
）
。
主
典
位
署
の
記
号
を
持
た
な
い
も
の
で
も
、
「
都
」
の
「
区
」
の
崩
し
が
「
う
」
と
な
っ
て
い
る
点
、
「
宿
」
の
「
｛
」
が
ほ

と
ん
ど
崩
さ
れ
ず
や
や
左
下
が
り
に
長
く
書
か
れ
て
い
る
点
な
ど
乙
筆
に
通
じ
る
筆
遣
い
が
認
め
ら
れ
、
領
位
署
の
「
領
」
の
場
合
も
「
令
」

や
「
頁
」
の
崩
し
方
が
図
1
㈲
の
も
の
に
類
似
す
る
。
残
る
領
位
署
の
「
下
」
も
、
こ
こ
だ
け
異
筆
と
は
考
え
難
い
の
で
、
主
典
・
領
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

署
と
も
乙
万
呂
の
筆
と
判
定
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

　
阿
刀
乙
万
呂
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
図
1
㈲
に
示
し
た
各
条
だ
け
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
図
1
㈹
ω
に
も
置
市
が
確
認
さ

れ
る
の
で
、
直
垂
呂
は
三
月
か
ら
記
帳
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
自
ら
の
姓
名
を
記
さ
ず
に
記
帳
を
行
な
う
場
合
も
あ
っ
た
こ
と

9792



山本幸男
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
乙
筆
は
、
次
に
示
す
図
1
⑦
の
三
月
八
日
半
ら
四
月
四
日
に
か
け
て
の
各
条
の
中
に
も
散
見
す
る
。
立
中
に
示
し
た
記
号
を
も
と

に
主
文
の
筆
者
を
検
討
す
る
と
、
五
六
あ
る
主
文
の
中
で
四
八
の
も
の
に
甲
筆
と
見
ら
れ
る
字
形
が
存
在
す
る
。
残
る
八
主
文
の
う
ち
、

三
月
二
十
四
日
条
第
一
「
又
」
主
文
の
場
合
は
、
「
酢
」
の
字
形
を
他
日
条
の
も
の
（
直
筆
）
と
比
べ
る
と
相
互
に
類
似
す
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
（
図
1
⑧
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
、
三
月
十
二
二
条
主
文
、
二
十
三
日
条
「
又
」
主
文
、
二
十
六
日
条
主
文
・
第
一
「
又
」
主
文
、

四
月
二
日
条
「
又
」
主
文
に
は
乙
筆
と
見
ら
れ
る
字
形
が
あ
り
（
四
月
二
日
条
「
又
」
主
文
は
図
1
ω
参
照
。
以
下
同
じ
）
、
三
月
十
五
日
条

第
一
「
又
」
主
文
で
も
「
躍
」
「
斜
」
で
比
べ
る
と
乙
筆
と
判
断
し
て
も
よ
い
字
形
が
認
め
ら
れ
る
（
図
1
㈲
参
照
）
が
、
二
十
二
日
条
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

文
で
は
乙
筆
に
次
い
で
甲
筆
の
字
形
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　
「
右
」
記
事
に
つ
い
て
は
、
五
五
あ
る
う
ち
の
四
九
の
記
事
に
愚
筆
に
類
似
す
る
字
形
が
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
四
八
の
も
の
は
甲
筆

の
主
文
に
対
応
し
て
い
る
が
、
三
月
十
五
日
条
第
一
「
又
」
主
文
の
場
合
は
異
な
り
、
主
文
は
阿
刀
乙
万
呂
が
、
「
右
」
記
事
は
下
道
主

が
書
き
上
げ
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
筆
が
同
一
条
の
主
文
と
「
右
」
記
事
を
書
き
分
け
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
、

先
に
亭
主
と
見
な
し
た
五
つ
の
主
文
（
三
月
十
五
日
条
第
一
「
又
」
主
文
は
除
く
）
と
、
甲
・
乙
両
三
が
交
る
三
月
二
十
二
日
条
主
文
の
「
右
」

記
事
は
、
乙
筆
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
（
図
1
ω
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
五
二
の
領
位
署
に
は
、
四
月
二
日
条
「
又
」
主
文
の
例
を
除
け
ば
、
「
下
道
主
」
あ
る
い
は
「
雪
下
道
具
」
「
下
道
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
主
文
・
「
右
」
記
事
と
も
乙
筆
と
し
た
三
月
十
二
日
条
主
文
、
二
十
三
日
条
「
又
」
主
文
、
二
十
六
日
条
第
一
「
又
」
主
文
、

四
月
二
日
条
「
又
」
主
文
、
そ
れ
に
甲
・
画
具
筆
が
交
る
三
月
二
十
二
日
条
主
文
の
場
合
は
、
主
典
位
署
と
領
位
署
の
「
領
」
も
甘
雨
と

　
　
ハ
あ
　

見
ら
れ
、
そ
れ
に
続
く
「
下
道
主
」
も
図
1
ω
と
比
べ
る
と
一
筆
と
す
る
に
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
の
で
、
亭
主
の
筆
は
名
の
「
道
書
」

「
道
」
の
み
（
四
月
二
日
条
「
又
」
主
文
に
は
名
は
な
し
。
図
1
ω
参
照
）
、
姓
の
「
下
」
は
直
筆
と
見
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三

月
二
十
六
日
条
主
文
の
場
合
は
、
主
文
・
「
右
」
記
事
と
も
鉛
筆
で
あ
る
が
、
主
典
位
署
は
前
記
の
よ
う
な
自
筆
の
筆
遣
い
を
持
つ
の
で
、
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領
位
署
と
と
も
に
下
道
主
の
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
主
文
・
「
右
」
記
事
が
三
筆
の
も
の
に
対
す
る
残
る
四
七
の
主
典
位
署
と
四
六
の
領
位

署
も
、
図
1
ω
と
の
相
互
比
較
よ
り
甲
筆
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
三
月
八
日
か
ら
四
月
四
日
差
か
け
て
の
各
条
で
は
、
領
位
署
に
下
道
主
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
て
も
、
主
文
・
「
右
」

記
事
・
主
典
位
署
と
領
位
署
の
一
部
が
品
評
で
三
筆
は
名
の
み
の
場
合
や
、
主
文
・
「
右
」
記
事
も
し
く
は
主
文
が
墨
筆
の
場
合
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
例
は
多
く
な
い
が
、
記
帳
実
務
の
実
態
を
見
る
上
で
留
意
す
べ
き
点
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ω
筆
蹟
の
観
察
（
四
月
五
日
～
六
月
四
日
）

　
四
月
五
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
の
各
条
に
な
る
と
、
図
1
㈲
に
示
し
た
よ
う
に
、
領
位
署
に
は
下
道
主
に
代
わ
っ
て
上
馬
養
が
登
場

し
、
全
体
の
筆
蹟
も
甲
筆
・
留
筆
と
は
異
な
る
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
筆
者
は
上
馬
養
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
図

4
に
示
し
た
霊
芝
の
書
状
等
の
筆
蹟
と
比
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
図
に
は
、
甲
筆
・
乙
筆
の
場
合
と
同
じ
く
各
文
字
の
字
形
を
い

く
つ
か
に
分
類
し
記
号
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
小
文
字
）
を
付
し
て
お
い
た
。
図
1
紛
で
も
こ
れ
と
類
似
す
る
字
形
に
は
同
一
の
記
号
を
付

し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
三
五
あ
る
主
文
の
中
で
二
一
の
も
の
に
馬
養
の
筆
蹟
と
見
ら
れ
る
字
形
が
存
在
す
る
。
歯
群
に
は
、
甲
筆
の

場
合
と
同
様
に
、
他
の
文
字
に
つ
い
て
も
丸
囲
い
の
分
類
記
号
を
付
し
て
お
い
た
（
後
述
の
「
右
」
記
事
の
場
合
も
同
じ
）
。
こ
れ
ら
の
主

文
を
残
り
の
も
の
と
相
互
に
比
較
す
る
と
、
四
月
五
日
条
第
二
「
又
」
主
文
を
は
じ
め
と
す
る
一
一
の
主
文
に
も
類
似
の
字
形
が
認
め
ら

れ
る
（
日
付
の
あ
る
も
の
）
。
四
月
十
五
日
前
「
又
」
主
文
の
場
合
も
「
躍
」
の
字
形
で
比
べ
る
と
筆
遣
い
が
類
似
し
（
図
1
㈹
参
照
）
、
右

の
三
二
の
主
文
と
と
も
に
馬
養
の
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
五
日
条
第
一
「
又
」
主
文
の
場
合
は
「
米
」
「
黒
」
「
塩
」
の
字
形
よ
り

下
道
主
（
甲
筆
）
が
、
六
日
条
第
一
「
又
」
主
文
は
「
塩
」
の
字
形
よ
り
阿
刀
乙
万
呂
（
乙
筆
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
と
見
ら
れ
る
。

　
「
右
」
記
事
で
は
、
四
月
六
日
条
第
一
「
又
」
主
文
の
も
の
を
除
け
ば
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
馬
養
の
筆
蹟
と
認
め
ら
れ
る
字
形
が
存

在
す
る
。
例
外
と
し
た
六
日
差
の
「
右
」
記
事
に
つ
い
て
は
決
め
手
を
欠
く
が
、
「
如
」
の
筆
遣
い
と
主
文
の
筆
蹟
よ
り
乙
筆
と
推
定
し
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り
　

て
お
き
た
い
。

　
位
署
に
つ
い
て
は
、
四
月
七
日
条
以
降
か
ら
見
る
と
、
主
典
位
署
の
「
宇
宿
」
の
字
形
は
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
「
都
」
の
「
β
」

が
や
や
丸
味
を
持
っ
て
「
や
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
、
「
宿
」
の
「
｛
」
が
崩
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
悟
」
と
の
均
衡
を
保
っ
て
書
か
れ
て

い
る
点
が
共
通
す
る
筆
遣
い
で
、
い
ず
れ
も
同
一
人
に
か
か
る
筆
蹟
と
思
わ
れ
る
。
領
位
署
の
「
領
」
に
つ
い
て
は
、
一
八
あ
る
う
ち
の

一
二
に
馬
養
の
筆
蹟
に
類
似
す
る
字
形
が
認
め
ら
れ
る
が
、
残
り
の
も
の
に
つ
い
て
も
相
互
に
比
較
す
る
と
同
筆
と
見
な
し
て
も
よ
い
筆

勢
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
下
に
続
く
「
上
馬
養
」
も
、
図
4
の
も
の
と
比
較
し
て
も
違
和
感
は
な
い
の
で
、
い
ず
れ
も
馬
養
の

自
署
と
判
断
さ
れ
る
。
「
右
」
記
事
と
領
位
署
が
馬
養
の
筆
と
な
る
と
、
そ
の
間
に
挟
ま
る
主
典
位
署
も
同
筆
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
位

署
の
場
合
は
、
「
都
宿
」
の
「
都
」
に
括
弧
付
き
の
分
類
記
号
を
図
1
㈲
に
表
記
し
た
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
四
月
五
日
条
と
六
日
条
の
位
署
は
複
雑
で
あ
る
。
五
日
条
第
三
「
又
」
主
文
と
六
日
条
主
文
の
場
合
は
、
主
典
・
領
位

署
と
も
七
日
条
以
降
の
も
の
と
比
較
し
て
も
町
鳶
の
筆
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
先
に
乙
筆
と
し
た
六
日
条
第
一
「
又
」
主
文
・

「
右
」
記
事
の
主
典
位
署
は
、
そ
の
筆
遣
い
か
ら
し
て
乙
筆
、
領
位
署
の
「
懸
章
」
も
乙
丸
で
、
馬
養
の
筆
は
名
の
「
馬
主
」
の
み
と
思

わ
れ
る
。
図
1
紛
の
当
該
部
分
を
見
る
と
、
領
位
署
の
乙
筆
は
「
領
下
」
と
書
い
た
あ
と
「
下
」
を
「
上
」
に
訂
正
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
五
日
条
第
一
「
又
」
主
文
の
領
位
署
に
も
窺
え
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
主
典
位
署
と
も
培
養
の
筆
と
判
断
さ
れ

る
。
阿
刀
乙
万
呂
（
乙
筆
）
と
上
馬
養
が
領
位
署
に
最
初
「
下
」
と
書
き
込
ん
だ
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
記
帳
責
任
者
が
下
道
主
で
あ
っ
た

か
ら
で
、
道
主
に
代
わ
っ
て
記
帳
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
馬
養
の
立
場
が
、
実
務
の
引
き
継
ぎ
途
中
の
た
め
、
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
馬
養
一
人
に
記
帳
が
委
ね
ら
れ
る
の
は
、
七
日
に
な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
図
1
⑨
と
図
4
を
天
養
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

筆
の
判
定
基
準
と
し
、
馬
養
の
筆
を
丙
筆
と
称
す
る
。

　
四
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
て
の
各
条
の
領
位
署
に
は
、
上
馬
養
と
下
道
主
の
姓
名
が
並
記
さ
れ
て
い
る
（
馬
立
は
一
部
姓

の
み
）
。
し
か
し
、
図
1
⑪
に
示
し
た
よ
う
に
、
主
文
で
は
一
〇
あ
る
う
ち
の
九
に
、
「
右
」
記
事
と
主
典
位
署
で
は
す
べ
て
の
も
の
に
甲
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筆
に
類
似
す
る
字
形
が
認
め
ら
れ
る
。
領
位
署
の
「
領
」
も
筆
遣
い
か
ら
甲
筆
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
下
道

主
」
も
自
署
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
上
馬
養
」
の
場
合
は
、
図
4
や
図
1
㈲
の
自
署
と
比
べ
る
と
一
筆
と
す
る
に
は
や
や
不
自
然
で
、

四
月
二
十
一
日
条
第
三
「
又
」
主
文
と
二
十
二
日
条
主
文
の
領
位
署
で
は
「
上
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
「
馬
養
」
だ

け
が
自
署
の
よ
う
で
あ
り
、
「
上
」
は
甲
筆
と
推
定
さ
れ
る
。
四
月
二
十
一
日
条
主
文
は
、
「
壱
」
の
字
形
の
相
互
比
較
よ
り
丙
筆
と
判
断

さ
れ
る
（
図
1
⑩
参
照
）
の
で
、
上
馬
養
は
、
こ
の
主
文
を
書
い
た
あ
と
で
記
帳
を
下
道
主
に
譲
り
、
二
十
四
日
ま
で
実
務
に
か
か
わ
っ

た
関
係
で
領
位
署
に
名
の
み
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
四
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
四
日
に
か
け
て
の
各
条
に
な
る
と
、
領
位
署
に
は
下
道
主
の
姓
名
（
一
部
は
姓
の
み
。
図
1
ω
参
台
目
だ
け
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
蹟
を
追
っ
て
行
く
と
、
こ
こ
で
も
阿
刀
自
万
寿
の
筆
（
名
筆
）
が
散
見
す
る
。
図
1
㊥
よ
り
、
乙
筆
に
類
似
す
る

字
形
が
認
め
ら
れ
る
主
文
を
あ
げ
る
と
、
四
月
二
十
六
日
条
第
一
・
第
二
「
又
」
主
文
、
二
十
九
日
置
「
又
」
主
文
、
五
月
二
日
条
第
二

「
又
」
主
文
（
図
1
ω
参
照
）
、
四
日
条
第
二
「
又
」
主
文
、
十
六
日
条
第
三
「
又
」
主
文
（
図
1
ω
参
照
）
、
六
月
三
日
条
主
文
の
七
点
に

な
る
。
こ
れ
ら
の
「
右
」
記
事
に
も
同
様
の
字
形
が
存
在
し
、
そ
れ
に
続
く
主
典
位
署
に
も
乙
筆
と
見
な
し
て
も
よ
い
筆
遣
い
が
認
め
ら

　
　
の
　

れ
る
。
領
位
署
の
「
領
」
も
墨
筆
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
例
よ
り
推
し
て
、
下
道
主
の
筆
は
「
道
主
」
の
み
で
「
下
」

は
墨
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
残
る
五
五
の
主
文
に
は
、
い
ず
れ
も
倍
量
に
類
似
す
る
字
形
が
存
在
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
「
右
」
記
事
に
も
、

五
月
十
日
条
第
二
「
又
」
主
文
の
も
の
を
除
け
ば
、
す
べ
て
の
記
事
に
同
様
の
字
形
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
甲
羅
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
例
外
と
し
た
五
月
十
日
条
の
分
は
特
筆
の
よ
う
で
（
図
1
⑫
参
照
）
、
そ
れ
に
続
く
主
典
位
署
と
領
位
署
の
「
領
下
」
も
右

の
七
点
と
同
じ
く
乙
筆
で
、
至
心
は
「
道
々
」
の
み
と
思
わ
れ
る
。
主
文
・
「
右
」
記
事
と
も
三
筆
の
も
の
に
対
す
る
残
る
四
二
の
主
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
領
位
署
は
、
図
1
ω
の
筆
蹟
と
比
較
し
て
も
甲
筆
に
か
か
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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㈲
筆
蹟
の
観
察
（
六
月
五
日
～
閏
十
二
月
二
十
九
日
）

　
六
月
五
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て
の
各
条
の
領
位
署
に
は
、
再
び
上
馬
養
の
姓
名
が
現
わ
れ
る
。
図
1
⑬
に
よ
る
と
、
二
六
あ
る
主
文

の
す
べ
て
に
土
筆
に
類
似
す
る
字
形
が
認
め
ら
れ
、
「
右
」
記
事
も
二
五
の
も
の
に
同
様
の
字
形
が
存
在
し
、
残
る
六
月
十
五
日
条
「
又
」

主
文
も
、
「
食
」
を
相
互
に
比
較
す
る
と
硬
筆
と
見
な
し
て
も
よ
い
字
形
を
持
つ
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
図
1
㊥
）
。
主
典
・
領
位
署
の
場
合

も
、
先
の
図
1
㈲
（
四
月
七
日
条
以
降
）
と
比
べ
て
も
筆
遣
い
に
相
違
は
な
い
の
で
、
六
月
五
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て
の
各
条
は
、
上

馬
養
一
人
に
よ
っ
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
六
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
条
に
か
け
て
の
領
位
署
の
一
部
に
は
、
下
道
主
と
上
馬
養
の
姓
名
が
並
記
さ
れ
て
い
る
（
一
部
は
姓
の
み
）
。

図
1
㈲
よ
り
冒
頭
の
二
日
分
を
見
る
と
、
二
十
日
条
の
二
つ
の
主
文
と
「
右
」
記
事
に
は
丙
筆
に
類
似
す
る
字
形
が
あ
り
、
主
典
位
署
と

領
位
署
の
「
領
」
の
筆
遣
い
も
丙
筆
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
条
の
筆
者
は
馬
養
、
道
心
の
筆
は
領
位
署
の
「
道
主
」
の
み
と
思
わ
れ
る
。

二
十
一
日
条
で
は
、
主
文
と
「
右
」
記
事
は
「
黒
」
「
右
」
な
ど
の
字
形
よ
り
早
筆
と
判
断
さ
れ
る
が
、
主
典
・
領
位
署
は
そ
の
筆
遣
い

よ
り
蓋
置
の
よ
う
で
あ
る
。
残
る
二
つ
の
「
又
」
主
文
と
そ
れ
ら
の
「
右
」
記
事
、
主
典
・
領
位
署
も
、
字
形
の
類
似
よ
り
毒
筆
と
見
ら

れ
る
。
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
各
条
で
は
、
主
文
・
「
右
」
記
事
と
も
に
甲
筆
に
類
似
す
る
字
形
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る

主
典
・
領
位
署
も
、
図
1
ω
と
の
比
較
よ
り
甲
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
六
月
五
日
か
ら
記
帳
を
担
当
し
た
上
馬
養
は
、
二
十
一
日
野
の
主
文

・
「
右
」
記
事
を
書
い
た
あ
と
下
道
主
に
記
帳
を
譲
り
、
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
実
務
に
関
与
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
七
月
一
日
条
と
二
日
条
は
前
記
の
よ
う
に
乙
筆
（
図
1
ω
参
照
）
。
図
1
ω
と
次
の
図
1
⑯
か
ら
す
れ
ば
、
上
馬
養
は
二
日
を
も
っ
て
実

務
か
ら
離
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
七
月
三
日
か
ら
二
十
八
日
に
か
け
て
の
各
条
に
な
る
と
、
領
位
署
に
は
下
道
主
の
姓
名
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
先
の
三

月
八
日
～
四
月
四
日
、
四
月
二
十
五
日
～
六
月
四
日
の
間
と
同
じ
く
、
画
筆
に
か
か
る
記
述
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
図
1
⑯
よ
り
、

乙
筆
に
類
似
す
る
字
形
を
持
つ
主
文
を
あ
げ
る
と
、
七
月
三
日
条
「
又
」
主
文
、
四
日
条
主
文
、
六
日
条
第
二
・
第
三
「
又
」
主
文
、
七
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日
条
の
主
文
と
第
一
・
第
二
「
又
」
主
文
、
九
日
差
第
二
「
又
」
主
文
、
十
日
条
主
文
・
「
又
」
主
文
、
十
二
日
条
第
二
「
又
」
主
文
、

十
五
日
条
の
主
文
と
六
つ
の
「
又
」
主
文
、
二
十
二
日
条
第
二
「
又
」
主
文
、
二
十
三
日
条
主
文
・
第
一
「
又
」
主
文
、
二
十
八
日
条
の

主
文
と
三
つ
の
「
又
」
主
文
の
二
五
点
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
主
文
に
対
す
る
二
四
の
「
右
」
記
事
は
、
二
十
八
日
条
主
文
の
も
の
は
「
食
」

の
字
形
の
相
互
比
較
よ
り
（
図
1
㊥
参
照
）
、
他
の
二
二
記
事
は
畜
生
に
示
し
た
「
右
」
以
下
の
字
形
の
類
似
よ
り
乙
筆
と
判
断
さ
れ
る
が
、

二
十
八
日
条
第
一
「
又
」
主
文
の
場
合
は
「
如
」
の
字
形
よ
り
目
当
と
見
ら
れ
る
。
主
典
・
領
位
署
は
、
十
五
日
条
第
三
「
又
」
主
文
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
の
二
十
八
日
条
第
一
「
又
」
主
文
の
場
合
は
甲
筆
の
よ
う
だ
が
、
他
の
も
の
は
、
そ
の
筆
遣
い
よ
り
主
典
位
署
と
領
位
署
の
「
領
」
は

乙
筆
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
「
領
」
を
冠
し
な
い
も
の
も
含
め
て
「
下
」
は
乙
筆
、
「
道
々
」
の
み
が
甲
筆
と
思
わ
れ
る
。

　
残
る
五
一
の
主
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
「
右
」
記
事
の
筆
者
は
、
五
日
条
「
又
」
主
文
の
「
右
」
記
事
の
場
合
は
「
食
」
の
字
形
の
相

互
比
較
よ
り
（
図
1
㈲
参
照
）
、
他
の
場
合
は
類
似
す
る
字
形
の
存
在
よ
り
蒸
室
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
主
典
・
領
位
署
も
、

字
形
の
類
似
よ
り
甲
筆
と
見
な
し
て
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
七
月
二
十
九
日
か
ら
八
月
六
日
に
か
け
て
の
各
条
は
前
記
の
よ
う
に
黒
甜
（
図
1
㈲
参
照
）
。

　
八
月
七
日
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
の
各
条
で
は
、
領
位
署
の
一
部
に
下
道
主
と
上
馬
養
の
姓
名
（
一
部
は
姓
の
み
）
が
特
記
さ
れ
て

い
る
が
、
主
文
と
「
右
」
記
事
は
甲
筆
と
合
筆
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
図
1
⑭
よ
り
、
乙
筆
に
類
似
す
る
字
形
を
持
つ
主
文
を
あ
げ

る
と
、
八
月
八
日
条
第
二
「
又
」
主
文
、
九
日
条
第
二
「
又
」
主
文
、
十
日
条
主
文
、
十
一
日
条
の
主
文
と
二
つ
の
「
又
」
主
文
の
六
点

で
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
「
右
」
記
事
に
も
同
様
の
字
形
が
認
め
ら
れ
る
。
四
つ
あ
る
主
典
位
署
と
領
位
署
の
「
領
」
も
乙
筆
と
見
ら

　
お
ソれ

、
塗
筆
は
「
道
主
」
、
丙
筆
は
「
馬
養
」
の
み
で
、
姓
の
「
下
」
「
上
」
は
乙
筆
と
思
わ
れ
る
。
甲
・
乙
・
丙
の
三
筆
が
同
日
条
に
現
わ

れ
る
の
は
、
◎
食
物
計
帳
で
は
こ
の
八
月
十
一
日
条
だ
け
で
あ
る
。
残
る
九
主
文
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
右
」
記
事
と
主
典
位
署
及
び
領

位
署
の
「
領
」
に
は
、
甲
筆
に
類
似
す
る
字
形
が
あ
り
、
「
下
道
主
」
も
図
1
ω
と
の
相
互
比
較
よ
り
甲
筆
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
「
上
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

養
」
の
場
合
は
「
馬
養
」
の
み
が
丙
筆
で
、
「
上
」
は
甲
筆
と
思
わ
れ
る
。
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最
後
の
閏
十
二
月
二
十
九
日
条
は
、
そ
の
字
形
と
筆
遣
い
よ
り
早
筆
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
（
図
1
⑰
参
照
）
。
下
道
主
に
よ
っ
て
書
き
出

さ
れ
た
◎
食
物
用
帳
は
、
途
中
で
阿
刀
乙
万
呂
や
上
馬
養
に
記
帳
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
道
理
に
よ
っ
て
閉
じ

　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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㈲
観
察
結
果
の
整
理

以
上
、
③
食
物
用
帳
を
例
に
と
り
各
条
の
筆
蹟
を
観
察
し
て
き
た
が
、
そ
れ
よ
り
得
ら
れ
る
知
見
を
ま
と
め
る
と
次
の
五
点
に
な
る
。

e
食
物
用
帳
の
筆
者
に
は
、
領
位
署
に
姓
名
を
記
す
下
道
主
（
甲
筆
）
と
上
馬
養
（
海
黄
）
の
他
に
阿
野
馬
万
呂
（
乙
筆
）
が
い
た
。

　
記
帳
を
担
当
し
た
の
は
、
こ
の
三
人
で
あ
る
。

ω
阿
刀
乙
万
呂
は
、
七
月
二
十
九
日
～
八
月
六
日
の
各
条
の
位
署
部
分
の
下
に
「
注
阿
刀
乙
万
呂
」
と
姓
名
を
記
す
だ
け
で
あ
る
が
、

　
そ
の
筆
（
落
筆
）
は
、
三
月
八
日
～
四
月
四
日
、
四
月
二
十
五
日
～
六
月
四
日
、
七
月
一
日
～
八
月
十
一
日
の
各
期
間
に
も
認
め
ら

　
れ
る
。

⇔
食
物
用
帳
の
記
帳
責
任
者
は
、
領
位
署
に
そ
の
姓
名
が
最
も
多
く
登
場
す
る
下
道
主
と
見
ら
れ
る
が
、
領
位
署
に
「
下
道
主
」
と
あ

　
っ
て
も
必
ず
し
も
三
主
が
当
該
条
を
記
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
乙
万
呂
が
記
帳
の
一
部
を
担
当
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
た
だ
し
、

　
⇔
に
あ
げ
た
期
間
内
）
。
そ
の
場
合
、
道
主
は
領
位
署
に
名
の
み
を
記
す
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

四
上
馬
養
は
、
四
月
七
日
～
二
十
日
と
六
月
五
日
～
十
九
日
の
各
期
間
に
記
帳
を
一
人
で
担
当
し
て
い
た
。
四
月
二
十
一
日
置
二
十
四

　
日
及
び
六
月
二
十
日
～
七
月
二
日
置
間
の
領
位
署
に
姓
の
み
が
記
さ
れ
た
り
、
名
を
自
署
す
る
の
は
、
記
帳
を
下
道
主
に
譲
っ
て
か

　
ら
も
実
務
に
従
事
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

㈲
八
月
十
日
条
ま
で
は
、
同
日
条
で
甲
筆
と
留
筆
、
下
妻
と
丙
筆
、
予
輩
と
乙
筆
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
っ
て
も
、
三
筆
の
そ
れ
は
認
め

　
ら
れ
な
い
が
、
同
月
十
一
日
置
で
は
、
聖
誕
が
記
帳
主
体
と
な
り
、
手
筆
と
丙
筆
が
名
を
自
署
す
る
と
い
う
三
筆
の
重
な
り
が
現
わ
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れ
る
。

　
雑
物
の
収
納
あ
る
い
は
下
充
を
書
き
継
ぐ
帳
簿
は
、
こ
の
他
に
一
二
点
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
帳
簿
の
筆
者
も
、
◎
食
物
用
帳
の
場
合

と
同
様
の
手
法
を
用
い
て
検
討
を
試
み
た
が
、
こ
こ
で
は
煩
を
避
け
て
、
そ
の
結
果
だ
け
を
◎
の
例
も
含
め
て
表
1
に
整
理
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　

こ
の
表
に
は
、
造
石
山
寺
所
発
給
の
解
移
牒
符
の
案
文
を
書
き
留
め
た
⑪
解
移
牒
符
案
も
あ
げ
て
お
い
た
。

　
こ
れ
を
も
と
に
、
⑥
食
物
用
筆
の
筆
者
と
、
◎
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
作
成
さ
れ
た
他
の
帳
簿
（
ω
米
売
価
銭
用
向
・
ω
写
経
所
食
物
戸
帳
は

除
く
）
の
筆
者
を
比
較
す
る
と
、
先
に
㈲
と
し
て
あ
げ
た
点
は
、
八
月
に
入
る
と
対
象
と
な
る
帳
簿
の
点
数
が
減
少
す
る
の
で
こ
こ
で
は

　
　
レ
　

除
く
と
し
て
、
e
の
点
、
す
な
わ
ち
記
帳
を
行
な
っ
た
の
は
下
道
主
・
阿
隠
里
万
呂
・
上
馬
養
の
三
人
で
あ
る
こ
と
、
⇔
の
下
道
主
の
記

帳
の
一
部
を
阿
刀
工
万
呂
が
担
当
し
て
い
た
と
い
う
点
は
、
他
の
帳
簿
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
⇔
の
乙
万
呂

の
記
帳
は
、
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
・
③
雑
材
井
口
皮
及
和
炭
納
帳
・
㈹
鉄
充
井
作
上
帳
・
⑥
雑
物
用
帳
で
は
◎
よ
り
も
早
く
正
月
中
旬
か
ら

二
月
上
旬
に
か
け
て
始
ま
っ
て
お
り
、
㈲
の
上
馬
養
に
よ
る
単
独
の
記
帳
も
㈹
の
場
合
は
四
月
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
相
違
点
が
見
出

だ
さ
れ
る
。
こ
れ
よ
り
す
れ
ば
、
各
帳
簿
は
必
ず
し
も
足
並
み
を
揃
え
て
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
次
節
で
は
各
帳
簿
の

作
成
状
況
を
検
討
し
、
こ
う
し
た
記
帳
担
当
者
の
動
向
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
次
号
掲
載
）

　
　
二
　
帳
簿
の
作
成
と
書
き
換
え

　
　
　
ω
下
道
主
と
阿
刀
乙
万
呂

　
　
　
②
旧
帳
と
新
帳

　
　
　
③
帳
簿
書
き
換
え
の
目
的

　
　
三
　
記
帳
状
況

　
　
　
ω
皿
期
（
三
月
十
二
日
～
四
月
四
日
）
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②
W
期
（
四
月
五
日
～
二
十
一
日
）

⑧
V
期
（
四
月
二
十
二
日
～
六
月
三
日
）

ω
W
期
（
六
月
四
日
～
二
十
一
日
）

⑤
班
期
（
六
月
二
十
二
日
～
八
月
九
日
）

㈲
田
期
（
八
月
十
日
～
十
二
月
下
旬
）

ω
K
期
（
十
二
月
下
旬
～
七
年
六
月
）

㈲
小
結

　
　
お
わ
り
に

註（
1
）
本
稿
で
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
頒
布
の
正
倉
院
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
楽
焼
写
真
（
A
4
版
）
、
及
び
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
細
編
『
正
倉
院

　
古
文
書
影
印
集
成
』
（
正
善
・
骨
鋸
・
続
修
後
門
、
八
木
書
店
、
一
九
八
八
～
九
七
年
）
所
載
の
影
印
を
写
真
と
称
す
る
。

（
2
）
福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
の
造
営
」
（
同
『
日
本
建
築
史
の
研
究
（
訂
正
版
）
』
所
収
、
綜
芸
舎
、
一
九
八
○
年
。
初
出
は
一

　
九
三
三
～
三
五
年
）
、
岡
藤
良
敬
『
日
本
古
代
造
営
史
料
の
復
原
研
究
一
造
石
山
寺
所
関
係
文
書
　
　
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
）

　
　
「
造
石
山
寺
所
関
係
文
書
・
史
料
篇
」
（
『
福
岡
大
学
総
合
研
究
所
報
』
一
〇
〇
〈
別
冊
〉
、
一
九
八
七
年
）
「
造
石
山
寺
所
公
文
画
帳
の
復
原
案

　
・
補
遺
」
、
（
『
日
本
歴
史
』
五
二
九
、
一
九
九
二
年
）
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
重
量
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
一
（
正
集
）
二
・
（
続
修
）
・
三
（
続

　
豊
後
集
）
（
一
九
八
七
・
八
八
・
九
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
、
熊
谷
公
男
「
古
文
書
の
調
査
」
（
『
正
倉
院
年
報
』
五
、
一
九
八
三
年
）
、
杉

　
本
一
樹
「
古
文
書
の
調
査
」
（
『
正
倉
院
年
報
』
九
、
一
〇
、
一
九
八
七
・
八
八
年
）
。
こ
の
他
に
、
西
洋
子
「
造
石
山
寺
所
解
移
牒
立
案
の
復

　
原
に
つ
い
て
　
　
近
江
碧
南
智
郡
司
東
大
寺
封
租
二
進
上
士
案
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
関
晃
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
律
令
国
家
の
構
造
』
所
収
、

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
。
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（
3
）
岡
藤
前
掲
注
（
2
）
著
書
の
「
結
・
1
ま
と
め
」
に
整
理
さ
れ
て
い
る
表
1
（
四
六
四
～
四
七
五
ペ
ー
ジ
）
の
数
値
に
よ
る
。

（
4
）
詳
細
は
、
栄
原
永
遠
男
「
正
倉
院
文
書
関
係
文
献
目
録
ω
～
紛
」
（
正
倉
院
文
書
研
究
会
編
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
一
～
三
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
九
三
～
九
五
年
）
の
C
の
項
（
北
倉
文
書
・
石
山
寺
関
係
文
書
・
流
出
文
書
な
ど
）
を
参
照
。

（
5
）
本
稿
で
は
記
帳
状
況
を
と
り
あ
げ
る
た
め
、
造
石
山
寺
所
雑
毒
手
実
や
屋
幸
運
に
関
す
る
単
文
、
数
値
の
記
入
が
中
心
と
な
る
石
山
院
大
般

　
若
本
曲
本
宮
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
い
た
。
な
お
、
文
書
名
の
表
記
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
文
書
）
』
（
一

　
九
〇
「
～
四
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
復
刻
）
、
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
に
従
っ
た
。

（
6
）
以
下
帳
簿
名
は
、
「
造
石
山
寺
所
」
「
造
石
山
寺
」
を
除
い
て
表
記
す
る
。

（
7
）
一
覧
表
に
掲
出
し
た
帳
簿
の
文
面
を
引
用
す
る
場
合
は
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
し
、
反
故
文
書
の
場
合
は
、
そ

　
れ
を
使
用
す
る
帳
簿
の
記
号
と
紙
数
（
例
・
⑰
第
2
3
紙
背
）
を
付
記
す
る
。
そ
れ
以
外
の
文
書
の
場
合
は
、
巻
・
ペ
ー
ジ
数
の
他
に
正
集
以
下

　
の
種
別
と
巻
次
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
8
）
◎
食
物
用
帳
で
は
、
冒
頭
の
正
月
十
五
日
条
の
位
署
に
案
主
と
あ
る
以
外
は
、
肩
書
き
を
付
す
場
合
は
す
べ
て
領
と
記
し
て
い
る
。
⑪
解
移

　
牒
符
案
を
除
く
各
帳
簿
で
も
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
領
位
署
と
称
し
て
お
く
。
造
石
山
寺
所
の
関
係
文
書
で
は
、
案
主

　
と
領
が
混
用
さ
れ
て
い
る
（
具
体
的
に
は
下
道
主
と
上
馬
町
の
場
合
）
が
、
毒
手
の
独
自
の
役
割
に
つ
い
て
は
三
の
㈹
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
各
帳
簿
の
位
署
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
表
1
を
参
照
。

（
1
0
）
最
終
は
閏
十
二
月
二
十
九
日
条
で
あ
る
が
、
主
要
記
事
は
八
月
二
十
三
日
条
で
終
わ
っ
て
い
る
。

（
1
1
）
帳
簿
の
日
付
と
記
帳
の
日
時
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
以
下
で
は
数
日
程
度
の
誤
差
を
念
頭
に
し
た
上
で
、
帳
簿
の
日
付
に
従
っ
て
考

　
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
甚
だ
し
い
誤
差
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
都
度
本
文
や
注
で
言
及
す
る
。

（
1
2
）
筆
遣
い
か
ら
し
て
一
筆
で
、
日
下
な
ど
に
姓
名
を
記
す
本
人
自
筆
の
文
書
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
判
断
も
、
観
察

　
者
の
眼
に
依
拠
す
る
た
め
主
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
内
容
が
個
人
の
行
動
に
か
か
わ
る
も
の
、
つ
ま
り
署
名
者
自
身
が
書
い
た
可
能

　
性
の
高
い
文
書
を
選
ぶ
こ
と
で
、
少
し
で
も
客
観
性
を
加
え
よ
う
と
試
み
た
。
な
お
、
筆
蹟
は
年
の
経
過
と
と
も
に
変
化
す
る
傾
向
に
あ
る
の

　
で
、
書
状
は
天
平
宝
字
年
間
（
七
五
七
～
七
六
四
）
の
も
の
に
限
っ
て
い
る
。
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（
1
3
）
図
1
に
掲
出
す
る
写
真
か
ら
の
敷
き
写
し
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
蹟
の
特
徴
を
ほ
ぼ
と
ら
え
て
い
る
に
し
て
も
、
微
妙
な
筆
捌
き
な
ど
は
正
確

　
に
表
現
で
き
て
い
な
い
。
詳
細
は
写
真
に
拠
ら
れ
た
い
。
な
お
、
記
帳
状
況
を
見
る
場
合
、
訂
正
に
よ
る
加
筆
（
誤
字
を
擦
消
し
た
上
に
、
あ

　
る
い
は
誤
字
に
重
ね
書
き
を
し
て
正
し
い
文
字
を
書
き
加
え
る
）
や
小
筆
（
記
入
漏
れ
な
ど
の
た
め
に
後
に
余
白
へ
追
加
書
き
を
す
る
）
に
も

　
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
写
真
か
ら
は
訂
正
箇
所
（
と
り
わ
け
擦
消
に
よ
る
加
筆
）
の
検
出
は
困
難
で
あ
り
（
『
正
倉
院
古
文
書
影
印

　
集
成
』
で
は
解
説
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
正
集
・
続
修
・
叢
記
後
集
に
と
ど
ま
る
）
、
玉
筆
も
見
極
め
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
本
稿
で
は
、
加
筆
や
上
筆
に
つ
い
て
の
判
別
は
特
に
行
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
後
述
の
よ
う
に
、
主
文
や
「
右
」
記
事
の
場
合
は

　
そ
れ
ぞ
れ
一
筆
と
見
な
せ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
（
一
部
門
例
外
に
つ
い
て
は
後
述
）
、
訂
正
に
よ
る
加
筆
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
本

　
文
を
記
し
た
筆
と
同
一
の
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
4
）
日
ご
と
に
記
事
を
書
き
継
ぐ
帳
簿
で
は
、
そ
の
日
の
筆
者
の
心
持
ち
な
ど
で
筆
勢
は
変
化
し
が
ち
で
あ
り
、
書
状
等
の
も
の
と
合
致
す
る
字

　
形
は
少
数
の
も
の
に
し
か
見
出
だ
せ
な
い
。
そ
れ
故
、
偏
や
労
の
崩
し
方
、
縦
画
の
末
尾
の
擾
ね
や
横
画
の
傾
き
具
合
と
い
っ
た
筆
遣
い
と
、

　
筆
蹟
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
を
も
と
に
、
字
形
が
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
同
筆
判
定
の
根
拠
と
し
た
。
な
お
、
判
定
の
確

　
度
を
高
め
る
た
め
に
、
図
1
に
示
し
た
筆
蹟
の
敷
き
写
し
を
通
し
て
各
人
の
筆
の
特
徴
に
通
暁
で
き
る
よ
う
努
め
た
。

（
1
5
）
写
真
を
見
る
限
り
、
各
条
の
主
文
や
「
右
」
記
事
は
そ
れ
ぞ
れ
一
筆
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
示
し
た
五
点
の
文
字
（
「
黒
」
「
乗
」
「
塩
」
「
澤
」

　
は
除
く
）
の
う
ち
、
一
点
で
も
書
状
等
の
も
の
と
字
形
が
類
似
す
れ
ば
、
そ
の
主
文
も
し
く
は
「
右
」
記
事
は
戸
主
の
筆
と
判
定
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
こ
の
点
は
以
下
で
も
同
じ
で
あ
る
。

（
1
6
）
類
似
記
号
を
持
つ
文
字
の
あ
る
主
文
な
り
「
右
」
記
事
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
新
た
に
同
筆
の
箇
所
を
検
出
す
る
方
法
を
以
下
で
も
使
用
す

　
る
（
主
典
・
領
位
署
の
場
合
も
同
じ
）
。

（
1
7
）
正
月
十
七
日
条
主
文
の
「
領
」
に
は
記
号
を
付
さ
な
か
っ
た
が
、
「
令
」
の
崩
し
方
は
十
六
日
条
や
十
八
日
～
二
十
日
の
各
条
の
も
の
と
同

　
じ
で
あ
り
、
甲
筆
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
1
8
）
図
1
ω
、
図
2
に
示
し
た
早
筆
の
特
徴
を
略
記
し
て
お
く
。
主
文
の
「
米
」
の
場
合
は
、
第
五
・
六
画
の
筆
遣
い
を
も
と
に
一
〇
の
字
形
に

　
分
類
し
た
が
、
比
較
的
多
く
現
わ
れ
る
七
点
に
つ
い
て
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
第
五
画
を
や
や
右
に
擾
ね
た
状
態
で
示
し
第
六
画
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を
点
（
・
）
で
と
め
る
A
型
と
第
五
画
の
擾
ね
を
右
に
少
し
伸
ば
す
B
型
、
第
五
画
を
第
三
画
と
第
四
画
の
交
点
か
ら
短
く
左
下
へ
降
ろ
し
、

第
六
画
を
第
四
画
の
末
尾
の
擾
ね
の
上
あ
た
り
か
ら
右
下
へ
降
ろ
す
B
型
と
第
四
画
を
突
き
抜
け
て
第
六
画
が
右
下
へ
降
ろ
さ
れ
る
A
型
、
第

三
画
と
第
四
画
の
交
点
付
近
か
ら
第
五
画
は
左
下
に
短
く
、
第
六
画
は
右
下
に
太
く
長
く
降
ろ
す
A
型
、
同
じ
く
第
三
画
と
第
四
画
の
交
点
か

ら
第
五
・
六
画
が
傘
の
よ
う
に
左
右
に
開
く
A
型
と
、
そ
の
開
き
が
や
や
平
た
く
な
る
B
型
な
ど
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
、
や
や
骨
太
の
安

定
感
の
あ
る
字
体
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
黒
」
は
字
形
が
安
定
し
て
お
り
、
「
画
」
を
や
や
右
上
が
り
の
横
棒
で
引
く
の
が
書
き
癖
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
④
・
⑧
型
は
横
棒
の
長
さ
と
傾
き
具
合
い
に
応
じ
た
分
類
で
あ
る
。
「
白
」
の
場
合
は
、
帳
簿
で
の
字
体
が
小
さ
く
判
別
し
に
く

い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
第
二
画
が
少
し
左
に
開
い
て
降
ろ
さ
れ
る
関
係
で
第
三
画
と
の
接
点
を
持
た
な
い
傾
向
に
あ
る
点
（
D
・
E
型
）
、
第

三
画
が
や
や
右
上
が
り
に
引
か
れ
た
あ
と
第
四
画
を
第
二
画
よ
り
も
長
く
下
へ
降
ろ
す
点
（
C
・
E
型
）
な
ど
が
筆
遣
い
の
特
徴
と
見
ら
れ
る
。

「
乗
」
は
崩
し
書
き
で
字
形
が
安
定
し
て
い
る
（
◎
型
）
が
、
五
月
十
六
日
条
以
降
に
な
る
と
字
画
を
略
さ
ず
に
書
く
字
体
が
現
わ
れ
て
く
る

（
図
1
⑫
㈹
⑯
な
ど
を
参
照
）
。
「
塩
」
の
場
合
は
、
「
土
」
を
や
や
大
き
く
記
し
、
第
二
画
が
「
皿
」
の
第
五
画
と
同
じ
位
置
か
そ
れ
よ
り
も

下
に
降
ろ
さ
れ
、
第
三
画
を
右
上
に
擾
ね
る
傾
向
に
あ
る
。
図
で
は
⑪
～
⑥
型
に
分
類
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
主
に
「
鼠
」
の
字
形
に
も
と
づ
い

て
い
る
。
「
海
」
で
は
、
「
・
’
」
を
縦
棒
で
も
っ
て
降
ろ
し
、
そ
の
末
端
を
右
上
に
擾
ね
て
「
毎
」
の
第
一
画
に
続
け
る
の
が
書
き
癖
と
い
え
そ

う
で
あ
る
。
図
で
は
、
「
毎
」
の
字
形
に
従
い
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
「
醤
」
は
字
形
が
安
定
し
て
お
り
、
「
酉
」
の
第
一
画
を
左
斜
め
下
に

伸
ば
し
て
書
く
の
が
特
徴
と
い
え
る
（
H
型
）
が
、
「
津
」
の
場
合
は
事
例
が
少
な
く
、
特
徴
が
つ
か
み
に
く
い
。
次
に
、
「
右
」
記
事
の
「
右
」

の
場
合
は
、
「
ナ
」
と
「
口
」
が
離
れ
た
状
態
に
あ
る
1
型
、
「
ナ
」
の
第
二
画
が
長
く
伸
ば
さ
れ
て
い
る
J
型
、
「
オ
」
と
「
口
」
が
比
較
的

均
衡
が
と
れ
て
い
る
K
型
、
「
ナ
」
の
第
二
画
が
第
一
画
を
突
き
抜
け
て
い
な
い
L
型
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
「
口
」
の
第
二

・
三
画
が
続
け
書
き
に
さ
れ
、
第
三
画
が
第
一
画
に
き
っ
ち
り
と
付
け
ら
れ
ず
に
空
き
を
作
る
点
が
特
徴
的
な
筆
遣
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
如
」
で
は
「
女
」
を
「
t
一
」
に
崩
し
書
き
す
る
P
型
、
全
体
を
「
め
」
の
よ
う
に
書
く
P
型
が
多
く
現
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
口
」
は
マ
」

の
よ
う
に
崩
さ
れ
て
い
る
。
「
料
」
の
場
合
は
、
「
米
」
の
第
六
画
と
「
斗
」
の
第
丁
二
画
を
続
け
書
き
に
す
る
傾
向
が
あ
り
、
「
斗
」
は
「
4
」

（
M
型
）
「
斗
」
（
0
型
）
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
全
体
の
字
形
が
安
定
し
な
い
の
で
、
図
で
は
M
～
0
型
の
抽
出
に
限
っ
た
。
主
典
位
署

の
「
都
」
は
本
文
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
図
で
は
「
者
」
の
字
形
に
応
じ
て
㈹
～
◎
型
に
分
類
し
て
い
る
。
「
宿
」
の
場
合
は
、
「
｛
」
と

8
5
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「
侑
」
の
「
イ
」
を
続
け
書
き
に
す
る
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
領
位
署
の
「
首
丈
」
に
つ
い
て
は
事
例
が
少
な
く
特
徴
を
つ
か
み
に
く
い

　
が
、
「
領
」
は
比
較
的
字
形
が
安
定
し
て
お
り
、
「
令
」
を
「
ナ
」
「
4
」
の
よ
う
に
崩
し
書
き
す
る
の
が
特
徴
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ

　
う
に
、
甲
筆
の
筆
蹟
を
観
察
し
て
い
く
と
字
形
の
安
定
し
な
い
文
字
が
多
く
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
日
ご
と
の
気
分
の
揺
れ
が
大

　
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
下
道
主
の
性
格
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
1
9
）
下
道
主
が
朱
筆
で
名
の
み
を
書
き
込
む
の
は
◎
食
物
用
件
で
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
が
、
同
様
の
例
は
、
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
・
㈲
雑
材
井
檜
皮

　
及
和
炭
納
帳
・
㈹
鉄
充
井
作
上
帳
で
も
認
め
ら
れ
る
。
後
掲
の
表
1
及
び
注
（
5
6
）
を
参
照
。

（
2
0
）
天
平
宝
字
六
年
の
文
書
と
推
定
さ
れ
る
阿
刀
乙
万
呂
啓
（
⑪
第
7
6
紙
背
、
二
十
五
ノ
三
三
七
）
が
あ
る
が
、
本
文
に
は
乙
万
呂
と
し
か
な
く

　
姓
を
記
さ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
除
外
し
た
。

（
2
1
）
図
1
⑤
と
図
3
に
示
し
た
毒
筆
の
特
徴
を
略
記
し
て
お
く
。
ま
ず
、
主
文
の
「
米
」
の
場
合
は
、
毒
筆
と
同
じ
く
第
五
・
六
画
の
筆
遣
い
よ

　
り
八
つ
の
型
に
分
け
た
が
、
基
本
的
に
は
第
五
画
の
み
を
第
三
画
と
第
四
画
の
交
点
に
接
し
て
記
す
イ
・
ロ
型
、
群
書
と
も
交
点
付
近
に
接
し

　
て
書
く
ハ
・
二
・
ホ
・
へ
・
ト
型
、
聖
画
と
も
点
で
表
わ
す
チ
型
の
三
類
型
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
軸
と
な
る
第
四
画
の
縦
棒
が
や
や

　
右
に
傾
い
て
降
ろ
さ
れ
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
字
形
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
黒
」
は
、
潔
」
を
四
つ
の
点
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
リ

　
型
）
と
横
棒
で
示
す
も
の
（
ヌ
・
ル
型
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
と
し
て
は
、
紅
筆
よ
り
も
角
ば
っ
た
字
体
と
な
っ
て
い
る
。
「
白
」

　
の
場
合
は
、
第
一
画
と
第
二
画
を
は
な
す
も
の
（
ヲ
型
）
と
続
け
書
き
に
す
る
も
の
（
ワ
型
）
と
が
あ
る
が
、
字
形
は
い
ず
れ
も
横
長
で
、
第

　
四
画
は
第
二
⊥
二
画
の
縦
棒
に
接
す
る
こ
と
な
く
書
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
「
乗
」
は
画
数
を
略
す
こ
と
な
く
書
か
れ
、
第
八
・
九
画
が
点
で

　
示
さ
れ
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
「
塩
」
は
「
土
」
の
第
三
画
を
さ
ほ
ど
大
き
く
擾
ね
ず
、
「
皿
」
は
や
や
右
上
が
り
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
右
」

　
記
事
の
「
右
」
の
場
合
は
、
「
ナ
」
と
「
口
」
の
位
置
関
係
、
「
口
」
の
筆
遣
い
よ
り
七
つ
の
型
に
分
け
た
が
、
全
体
的
に
や
や
右
上
が
り
に
書

　
か
れ
て
い
る
。
「
料
」
で
は
、
「
斗
」
の
画
数
を
略
さ
ず
に
書
く
（
ウ
型
）
場
合
以
外
は
、
「
†
」
（
ム
型
）
「
㌣
」
（
ヰ
型
）
の
よ
う
に
崩
す
の
が

　
書
き
癖
の
よ
う
で
あ
る
。
「
如
」
で
は
、
画
数
を
略
さ
ず
に
書
く
も
の
（
ノ
型
）
と
崩
し
書
き
の
も
の
（
オ
型
）
が
あ
る
。
後
者
の
特
徴
は
図

　
1
㈲
か
ら
は
っ
か
み
に
く
い
が
、
図
1
ω
や
後
掲
の
図
1
ω
⑫
　
㈹
㊥
に
散
見
す
る
乙
筆
か
ら
す
れ
ば
、
「
女
」
を
さ
ほ
ど
崩
さ
ず
に
右
上
が
り

　
に
書
き
、
「
口
」
を
「
ら
」
の
よ
う
に
崩
す
の
が
特
徴
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
主
典
位
署
の
「
都
」
に
つ
い
て
は
本
文
に
記
し
て
お
い
た
が
、
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図
で
は
全
体
の
字
形
に
応
じ
ク
・
ヤ
型
に
分
類
し
て
い
る
。
「
宿
」
は
、
「
｛
」
を
崩
さ
ず
に
や
や
左
側
に
長
く
伸
ば
す
の
が
特
徴
で
あ
る
。
領

　
位
署
の
「
領
」
は
、
「
令
」
の
字
形
で
二
つ
の
型
に
分
け
た
が
、
甲
筆
の
よ
う
に
大
き
く
崩
さ
ず
、
第
一
・
二
画
と
第
三
・
四
画
を
続
け
ず
に

　
分
け
て
書
い
て
い
る
。
急
転
の
場
合
、
甲
筆
の
よ
う
な
字
形
の
揺
れ
ば
余
り
な
く
、
全
体
的
に
筆
は
や
や
細
身
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

（
2
2
）
ω
写
経
所
食
物
用
帳
で
も
同
様
の
例
が
認
め
ら
れ
る
。
後
輪
の
表
1
及
び
注
（
7
4
）
を
参
照
。

（
2
3
）
こ
の
主
文
の
「
右
」
記
事
と
主
典
位
署
、
領
位
署
の
「
領
」
は
後
述
の
よ
う
に
乙
筆
で
あ
る
の
で
、
主
文
に
見
え
る
甲
筆
は
追
筆
と
思
わ
れ

　
る
。
◎
食
物
用
帳
で
は
、
主
文
で
両
筆
が
交
る
の
は
こ
こ
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

（
2
4
）
下
道
主
が
名
の
「
道
主
」
を
「
道
」
と
し
か
記
さ
な
い
例
は
、
◎
食
物
繍
帳
で
は
四
月
四
日
条
「
又
」
主
文
、
七
月
二
十
八
日
干
第
三
「
又
」

　
主
文
（
以
上
、
表
1
の
㈲
参
照
）
、
⑪
解
移
牒
符
案
で
は
二
月
五
日
付
、
一
二
↓
月
三
日
付
、
三
月
十
七
日
付
の
造
石
山
寺
所
下
情
で
も
認
め
ら
れ

　
る
。
対
外
的
な
文
書
の
場
合
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
帳
簿
な
ど
の
内
部
文
書
で
は
、
名
の
「
部
の
表
記
で
も
通
用
す
る
慣
行
が
あ
っ
た
よ
う

　
で
あ
る
。
天
平
宝
字
二
年
に
行
な
わ
れ
た
金
剛
般
若
経
一
二
〇
〇
巻
書
写
の
料
紙
呈
露
や
料
銭
下
充
帳
な
ど
の
文
面
に
、
佐
伯
里
足
と
上
馬
養

　
が
朱
筆
で
封
を
記
す
に
際
し
、
「
古
里
」
「
封
足
」
「
封
馬
」
の
よ
う
に
名
を
略
す
の
も
同
様
の
傾
向
と
見
ら
れ
る
。
拙
稿
「
正
倉
院
文
書
に
見

　
え
る
「
鳥
の
絵
」
と
「
封
」
　
　
写
経
所
案
主
佐
伯
里
足
の
交
替
実
務
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
八
0
、
一
九
九
二
年
）
参

　
照
。

（
2
5
）
三
月
二
十
六
日
工
第
「
「
又
」
主
文
の
領
位
署
「
領
」
に
は
記
号
を
付
さ
な
か
っ
た
が
、
「
頁
」
の
崩
し
が
図
1
㈲
に
示
し
た
八
月
三
日
条

　
主
文
の
も
の
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
乙
鳥
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
全
体
の
字
形
が
類
似
し
な
く
て
も
「
令
」
「
頁
」
の
崩
し
方
よ
り
乙

　
筆
と
見
な
す
場
合
が
あ
る
（
こ
の
点
は
甲
筆
の
場
合
も
同
じ
）
。

（
2
6
）
甲
筆
は
位
署
の
名
の
み
で
他
は
乙
筆
と
い
う
場
合
は
、
記
事
内
容
に
よ
っ
て
三
筆
が
記
帳
を
分
担
し
て
い
た
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ

　
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
主
文
の
み
が
乙
筆
の
場
合
は
、
記
帳
の
途
中
で
卸
商
に
交
替
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
7
）
図
1
㈲
と
図
3
の
「
如
」
か
ら
は
類
似
点
を
見
出
だ
し
に
く
い
が
、
同
じ
く
乙
筆
と
判
断
さ
れ
る
後
掲
図
1
㈹
の
七
月
七
日
条
第
一
「
又
」

　
主
文
、
十
五
日
条
第
六
「
又
」
主
文
、
二
十
八
日
条
第
三
「
又
」
主
文
の
も
の
と
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
字
形
が
類
似
す
る
こ
と
が
知
ら
れ

　
る
。
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（
2
8
）
後
述
の
よ
う
に
、
㈲
解
移
牒
歯
応
・
③
雑
材
千
慮
皮
及
和
炭
納
帳
・
㈹
鉄
充
転
作
上
帳
・
⑥
雑
物
用
帳
・
⑳
雑
材
井
檜
皮
及
和
炭
用
瀬
の
各

　
帳
簿
で
も
四
月
五
日
条
か
ら
上
馬
養
の
筆
が
見
え
出
す
が
、
㈹
・
⑥
・
㈹
の
三
帳
で
は
、
四
月
六
日
条
よ
り
馬
出
一
人
に
記
帳
が
委
ね
ら
れ
て

　
い
る
。
馬
養
の
他
の
帳
簿
へ
の
記
帳
状
況
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
表
1
及
び
三
を
参
照
。

（
2
9
）
図
－
紛
と
表
4
に
示
し
た
丙
筆
の
特
徴
を
略
記
し
て
お
く
。
主
文
の
「
米
」
の
場
合
は
、
第
五
・
六
画
を
第
三
画
と
第
四
画
の
交
点
も
し
く

　
は
そ
の
や
や
下
か
ら
左
右
に
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
引
く
④
型
と
、
第
五
画
を
短
か
く
第
六
画
を
長
く
引
く
a
・
⑤
型
が
多
く
現
わ
れ
る
。
「
黒
」

　
で
は
、
「
鯉
」
を
横
棒
で
示
し
、
そ
の
右
端
を
左
下
へ
少
し
返
す
筆
遣
い
が
認
め
ら
れ
る
が
、
図
で
は
「
里
」
の
第
五
画
が
こ
の
横
棒
に
接
す

　
る
か
ど
う
か
で
b
型
と
b
型
に
分
類
し
て
い
る
。
「
白
」
の
場
合
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
第
一
～
三
画
を
続
け
書
き
に
し
、
第
四
・
五
画
を
一

　
つ
の
点
で
示
し
て
い
る
。
「
乗
」
の
字
形
は
遅
筆
の
も
の
と
似
て
い
る
が
、
丙
筆
で
は
全
体
的
に
縦
長
に
な
っ
て
い
る
。
「
塩
」
は
、
「
盆
」
の

　
崩
し
が
丸
味
を
帯
び
る
の
が
特
徴
で
、
図
で
は
そ
の
字
形
に
従
っ
て
二
つ
の
型
に
分
類
し
て
い
る
。
「
海
」
「
醤
」
「
津
」
の
場
合
は
、
画
数
を

　
さ
ほ
ど
略
さ
ず
に
書
か
れ
て
お
り
、
「
海
」
で
は
「
毎
」
の
第
一
・
二
画
が
前
に
突
き
出
る
よ
う
に
書
か
れ
る
点
、
「
醤
」
で
は
「
酉
」
の
崩
し

　
が
「
白
」
に
通
じ
る
点
、
「
津
」
で
は
「
辛
」
の
第
七
画
が
下
へ
長
く
伸
ば
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
な
筆
遣
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
右
」

　
記
事
の
「
右
」
の
場
合
は
、
「
ナ
」
と
「
口
」
が
離
さ
れ
て
書
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
点
、
「
口
」
が
右
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
る

　
点
が
そ
の
特
徴
と
い
え
る
。
「
料
」
は
全
体
の
字
形
よ
り
二
つ
の
型
に
分
類
し
た
が
、
「
斗
」
の
第
四
画
が
下
に
長
く
伸
ば
さ
れ
る
の
が
共
通
す

　
る
筆
遣
い
で
あ
る
。
「
如
」
の
場
合
は
、
画
数
を
略
さ
ず
に
書
く
h
型
が
多
く
現
わ
れ
る
。
こ
の
字
形
は
乙
筆
の
ノ
型
に
似
る
が
、
丙
筆
で
は

　
　
「
女
」
の
第
一
画
が
左
側
に
折
り
曲
げ
ら
れ
ず
右
下
に
そ
の
ま
ま
降
ろ
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
主
典
位
署
に
つ
い
て
は
本
文
で
言
及
し
た
通
り

　
で
あ
る
。
図
で
は
、
「
都
」
を
「
者
」
の
字
形
に
応
じ
て
㈲
・
ω
型
に
分
類
し
て
い
る
。
領
位
署
の
「
領
」
は
、
「
令
」
と
「
頁
」
を
続
け
書
き

　
に
す
る
傾
向
が
あ
り
、
「
頁
」
の
第
一
画
を
「
令
」
の
第
一
画
よ
り
も
上
の
位
置
か
ら
書
き
始
め
る
の
が
特
徴
的
な
筆
遣
い
と
い
え
る
。
全
体

　
的
に
見
て
、
丙
筆
の
筆
蹟
は
安
定
し
て
お
り
、
字
体
は
甲
・
乙
塁
上
よ
り
も
小
振
り
で
、
繊
細
な
印
象
を
受
け
る
。

（
3
0
）
五
月
四
日
条
第
二
「
又
」
主
文
の
場
合
は
「
都
」
の
判
定
が
難
し
い
が
、
ヤ
型
の
よ
う
に
「
区
」
を
崩
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
乙

　
筆
と
見
な
し
て
お
き
た
い
。

（
3
1
）
四
月
二
十
八
日
・
五
月
一
日
各
条
主
文
の
主
典
位
署
は
、
「
宿
」
の
字
形
よ
り
甲
筆
と
判
断
し
た
。
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（
3
2
）
七
月
十
五
日
条
第
三
「
又
」
主
文
の
場
合
は
、
「
宿
」
の
字
形
に
よ
る
。

（
3
3
）
八
月
十
一
日
条
第
二
「
又
」
主
文
の
「
領
」
は
、
左
半
分
に
白
い
紙
が
か
か
っ
て
い
る
関
係
で
敷
き
写
し
て
い
な
い
が
、
「
頁
」
の
崩
し
ょ

　
り
乙
筆
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
4
）
八
月
二
十
三
日
号
の
領
位
署
「
山
上
」
は
、
写
真
が
暗
く
敷
き
写
せ
な
か
っ
た
が
、
「
令
」
の
崩
し
よ
り
甲
筆
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

　
の
点
は
、
次
の
閏
十
二
月
二
十
九
日
条
領
位
署
「
領
下
道
主
」
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

（
3
5
）
図
に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
末
尾
に
（
天
平
宝
字
七
年
ヵ
）
八
月
十
三
日
付
で
記
さ
れ
た
造
寺
料
の
海
藻
・
滑
海
藻
用
残
注
文
（
朱
筆
）
は
、

　
日
下
に
姓
名
を
加
え
る
下
道
主
の
筆
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
3
6
）
各
帳
簿
の
筆
蹟
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節
で
と
り
あ
げ
た
◎
食
物
用
帳
の
観
察
結
果
を
用
い
た
が
、
こ
の
他
に
各
帳
簿
に
頻
出
す
る
文
字
も
判
定
の

　
基
準
と
し
て
い
る
。
順
に
あ
げ
る
と
、
㈹
造
寺
料
迎
撃
帳
・
＠
O
下
銭
帳
・
ω
米
売
価
銭
用
帳
は
「
銭
」
、
働
造
寺
料
雑
物
収
納
帳
・
⑧
雑
材
井

　
営
々
及
正
当
納
帳
・
㈲
雑
材
納
帳
は
「
納
」
、
⑨
解
移
牒
符
案
は
「
石
山
院
」
、
㈹
鉄
充
野
作
上
帳
・
㈲
細
粗
帳
は
「
鉄
」
「
作
」
な
ど
で
あ
る

　
　
（
他
の
四
帳
簿
で
は
特
に
な
し
）
。

（
3
7
）
同
日
条
で
甲
・
乙
・
丙
の
三
筆
が
重
な
る
例
は
、
ω
米
売
価
銭
用
帳
の
八
月
十
二
日
条
、
ω
写
経
所
食
物
用
手
の
八
月
十
二
日
置
十
三
日
条

　
で
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
造
営
の
終
了
に
と
も
な
い
下
道
主
と
阿
刀
市
万
呂
が
八
月
十
日
頃
か
ら
写
経
所
の
実
務
に
関
与
す
る
た
め
と
考

　
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
三
の
㈲
を
参
照
。

8
1

108



　
0
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
。
。

図
1
　
㈲
食
物
用
帳
の
筆
蹟
ω
正
月
十
四
日
狂
三
目
六
日

　
　
　
　
　
（
「
右
」
記
事
・
位
署
の
空
欄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
）

天
平
宝
字
　
　
六
年

主
　
　
　
　
　
文

「
右
」
記
事

位
　
　
　
署

米
　
　
　
黒
　
　
白
　
乗
・
塩
・
醤
・
海
・
澤

右
　
料
　
如

都
立
　
（
領
位
署
）

正
月
十
四
日

角
煮
　
④
軍
　
　
曲

十
五
日

角
示
享
島
　
　
～
⑧
　
　
白
　
　
◎
謀

㈹
卸
量
　
s
望
イ
道
丸

十
六
日
　
又

缶
条
ま
職
　
呈
④
　
白
　
◎
孟

毛
M
脅
p
ρ

黒
甜
峰
㎜
・
る
　
　
・
わ

⑧
孝
㌔
　
T
砥
≠
壱
三

十
七
日

舶
山
伝
A
　
　
エ
④
　
　
も
D
　
　
・
ふ
◎

K
だ
レ
　
η
p
り

㈹
卸
も
　
T
案
さ
主

十
八
日
　
又

短
煮
誰
A
　
　
メ
⑧
　
　
白
　
　
◎
誘

K
4
　
　
脅
p
め

嶺
　
　
叢
　
　
　
　
　
正

毛
　
　
糾

働
辛
馬
　
T
攣
感
三

十
九
日

A
君
　
　
　
？
一
　
　
自
　
◎
・
ぶ

姦
　
誰
々

⑧
ケ
秒
　
T
頚
」
己
≧

二
十
日

缶
赤
蕾
　
エ
　
白
。
　
ふ
◎

J
書
　
　
舟
身

⑧
ζ
　
　
T
松
4
也
．
二

二
十
一
日

舶
芝
煮
A
　
翌
④
　
9
　
◎
誰

K
．
蕎
　
升
p
避　

，
⑧
為
も
　
ス
毒
口
　
　
　
　
噛

二
十
二
日

釦
煮
出
A
　
　
Ψ
｛
⑧
　
　
向
C
　
　
己
ふ
◎

・
右
暗
・
め

㈹
柔
で
㌧
ム

二
十
四
日
　
　
又

埴
”

K
蛮
　
　
　
島
㈲
ケ
㌦
　
雫
二
と

A
菰
　
　
　
　
ヨ
　
　
も
　
◎
あ

二
十
五
日

3
八
ま
黒
A
　
翌
　
　
b
．
c
　
孟
◎

4
　
嚇
p
P⑥
彩
　
エ
｛
童

二
十
六
日
　
　
又

A
《
　
⑧
メ
　
　
　
　
爵
　
・
鷹
石
　
　
　
p
ρ

⑧
ケ
筋
　
求
画
・
三

B
｛
　
　
⑧
2
　
D
o

K
右
N
暫
p
ρ

二
十
七
日
　
　
又

家
　
　
　
呈
臨
　
白

J
若
　
戦
p
い

．
後
”
ぬ

K
君

◎
敦
　
名
z
ゆ
え

二
十
八
日

鋤
煮
煮
⑧
・
’
　
臼
　
◎
譜
◎
縫

右
　
騎
Q
炉

二
十
九
日

杣
未
系
A
　
z
④
　
b
　
◎
義

K
右
　
姓
　
p
野
⑧
妻
　
～
工
具

駅
鼎
粁
ヨ



α
医

O
＝

三
十
日

B
雀
真
価
　
乳
③
　
向
。
　
・
ふ
◎

1
｛
　
　
硝
臼
静

◎
碧
　
列
r
甲
乙

二
月
二
日

加
未
累
・
　
璽
④
　
9
　
9
ふ
⑭
殖
」
ん
　
片
p
紗

働
勿
も
　
肇
心
と

角
丞
　
　
⑧
エ
　
　
　
　
　
　
⑪
施

K
石

三
日
　
収
　
双

漏
撰
　
　
⑧
ヌ

J
ノ
η
　
　
　
　
の

⑧
書
　
≠
蓮
ム

巣
　
　
　
2
　
　
魯
　
　
志
㎜

K
雰
．
軒
裏
㈹
ヶ
“
　
壌
さ
ε

四
日
　
又

編
曲
ゑ
恥
　
メ
⑧

K
石
　
　
　
ム

⑧
を
馳
　
1
ε
0
と

四
半
　
　
エ
晦
　
θ
　
　
ふ
却
　
唾

－
姦
卦
　
単

㈹
喜
　
　
1
壱
．
穐

六
日

薦
峯
　
　
呈
　
二
　
◎
ホ
⑯
怯

J
玄
・
軒
　
齢

㈲
馨
　
　
奔
蓮
孟

廊
氷
　
　
⑧
メ

J
ナ
π
　
　
　
　
ψ

七
日
　
又

5
　
　
エ
　
　
c
會
　
◎
3
。
　
⑪
琵
一
思
　
　
　
臼
め

八
日
　
又

薦
ポ
説
A
　
里
④
　
も
　
◎
・
5

ー
ノ
旙
　
脅
　
晒
沖

峰
　
H
塘

姦
　
　
　
　
Q
牌

　
　
　
　
勇
王
、
乙
≦
㈲
柔
　
　
　
T
4
　
　
　
　
　
オ

十
日
　
又

那
　
　
ヌ
⑧
　
　
⑥
篠
・
著

K
賓
　
　
　
　
レ

A
系
　
　
　
　
　
工
⑧
　
　
匂
　
　
◎
’
ふ
．

L
ζ
　
　
浜
　
齢

B
よ
　
　
　
里
④

J
．
壱
　
　
　
　
二
一

　
　
　
　
　
上
⑧
馨
　
T
硬
≠
羊
L
　
　
　
　
　
　
．

十
一
日
　
収
　
扱

編
鑑
f
欲
A
　
　
～
⑧
　
　
も
　
　
◎
ふ
　
　
⑤
％
｝

K
毛
M
脅
P
鉛◎
薯
　
T
層
鵬
孝
、

盛
”

K
を
　
　
　
　
〃

⑯
驚
　
　
ア
．
遭
之

十
二
日

薦
氷
よ
　
エ
　
白
・
　
糸
◎
座
◎

K
右
。
舟
　
勘

㈹
薯
　
メ
適
三

十
三
日

舳
目
鼻
A
　
エ
　
　
6
c
　
5
。
◎

J
召
　
　
晦

⑥
ケ
へ
　
　
み
乏
凸
z

十
五
日

暁
煮
込
n
　
エ
④
　
白
。
　
ぷ
◎
櫨
⑤　

　
　
　
　
【
　
’
J
ノ
η
　
祷
p
y

働
汐
篤
　
エ
遇
・
ユ

十
六
日

臨
孤
　
⑧
多

」
右

十
七
日
　
　
，

翫
糸
　
　
　
雲
　
E
向
　
◎
あ
　
◎
残

畜
M
誇
p
．
紹

㈹
卵
《
　
久
萢
a

一

頃
鰹
e
養
や
コ
］
障
唄



一
＝

oo
N

十
八
日
　
又

A
菰
　
　
⑧
メ

ノ
η
　
　
　
齢

　
　
　
　
　
　
　
一
⑧
宮
≠
透
乞

彪
”
馨

⑧
窯
　
τ
“
三

十
九
日

鮎
｛
畝
A
　
2
④
　
告
　
◎
～
　
・
匹

K
石
。
神

◎
を
蕎
　
俄
ぎ
重

二
十
一
日
　
　
又

峰
舗

J
濃
　
　
　
D
吻
⑥
窒
　
葦
ヒ
レ
　
　
　
　
　
7

編
菰
畿
A
　
f
④
　
。
　
◎
誰
　
A
ぢ
・
脅
．

⑧
駝
　
3
遇
、

二
十
三
日

赤
　
蓋

K
石
　
　
　
”

二
十
二
日

A
批
　
　
④
里

J
プ
砲

⑧
勘
も
　
不
蓮
．
a
　
　
　
　
　
　
　
　
l

二
十
三
日

A
柔
　
④
Σ
　
・
向
　
◎
ゑ
・
低

K
右
。
脅

⑧
を
菟
　
濡
遵
之

二
十
四
日

A
出
直
臥
　
里
④
　
白
D
　
蕩
◎
　
蔭
J
ノ
可
　
N
輪

⑥
著
　
　
ア
二
三

編
｛
寡
h
　
エ
④
　
白
。
　
ゐ
◎
　
唾

J
ぐ
。
許

⑧
を
噛
　
1
1
♂
，
≧

二
十
六
日
　
　
収
　
　
双
　
　
双

嫁

K
ノ
㎎

　
●
A
イ
　
　
⑥
ヌ

J
ノ
η
　
　
舜

俗
卿

J
｛

⑥
客
　
　
≠
Σ
ム
　
　
　
　
　
●

二
十
八
日
　
　
又

二
二
　
　
⑧
ヌ
　
　
　
　
　
　
⑪
魑

ー
ナ
胴
　
　
　
Q
醐

⑧
炉
ら
　
～
選
．
4

素
ま
　
義
・
　
毒
危
ー
ノ
物
。
聾

㈹
ヶ
も
　
で
j
Y
a

二
十
九
日
　
　
又

B
峯
　
　
　
コ
　
　
6
　
　
ゑ
　
⑥
臨

」
｛
o
勢

働
ζ
　
　
τ
芝
・
（

編
米
　
　
⑧
－
　
c
6

o
駐
p
艶
凱㈲
左
ち
　
濡
壱
ゑ

三
十
日
　
又

A
畿
　
　
④
里
　
　
　
　
ρ

」
雀
M
欝

分
家
　
　
1
邑
～

米
　
　
　
エ
㎜

K
名
　
　
　
晒
即

紛
ζ
　
　
～
ぎ
｝
三

三
月
一
日
　
　
又

F
A

」
‘
　
　
　
　
　
”

薦
骨
菰
A
　
2
⑧
　
臼
　
◎
ふ
　
　
峰

⑳
護
　
脅
p
汐

㈲
留
　
　
裏
毛
；
「

二
日

助
柔
　
④
£
　
色
　
蔭
・
塘

K
石
　
　
　
晒
’

⑧
ケ
も
　
拓
÷
己

疎
鼎
椅
ヨ



k

尉
＝

A
煮
　
　
　
　
　
E
尚

⑪
｛
　
　
脅
凸
一

㈹
之
　
　
3
毫
i

双
双
双

編
よ
　
⑧
～

K
石
　
　
　
　
凸
功

爾
彰
　
4
ぎ
≧

・
鹿
寄
　
』
⑥
　
o
・
◎
8
。
⑤
嵯

J
ナ
邪
・
升
＆

ω
碧
　
エ
孝
し

三
日
又

由
氷
　
⑥
メ
　
　
　
・
終
⑱
温

K
石
　
　
軒
Q
’
◎
り
も
．
｝
↓
三

薦
峯
　
　
2
　
・
　
◎
ホ
　
琶

K
右
0
升
P
凝⑧
意
　
写
適
ま

五
日

B
煮
事
功
　
　
　
D
魯
　
◎
ふ
　
⑪
隆

1
｛
　
　
9
角
’
⑧
々
も
　
　
≠
屯
≧

峯
　
∴

K
壱
　
脅
p
ρ㈹
誕
　
　
弔
ε
え
　
　
　
　
伊

六
日
　
双
双
3

由
未
　
　
⑧
2

K
右
　
　
　
p
み
働
年
も
　
手
浮
4

・
4
　
④
三
・
ら
⑥
篠
　
魑

｛
・
粁
．
二

囚
を
先
　
≠
き
．
8

又
・

氷
　
　
望
蒲

K
后
　
　
　
凸
〃

⑧
裟
　
を
4
》
三

図
1
②

二
月
二
＋
六
日
条
笙
「
又
」
主
文
　
隷
　
蘇
　
（
甲
筆
三
月
言
略
文
）
　
酢
（
甲
筆
三
一
月
三
日
条
二
百

正
月
十
八
日
条
「
又
」
主
文
の
「
右
」
記
事
　
　
　
ゑ
　
　
　
（
能
筆
の
圖
型
の
字
形
に
類
似
）

二
月
十
八
日
条
主
文
の
「
右
」
記
事
　
　
　
繊
　
　
　
怖
　
（
甲
山
・
正
月
十
六
日
条
「
又
」
主
文
の
「
右
」
記
事
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
（
甲
山
・
正
月
二
十
四
日
条
主
文
の
「
右
」
記
事
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

図
一
㈲
　
三
月
七
日
（
＊
印
は
、
写
真
か
ら
敷
き
写
せ
な
か
っ
た
文
字
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
）

天
平
宝
字
　
六
年

主
　
　
　
　
　
　
文

「
右
」
記
　
事

位
　
　
　
署

米
　
　
　
黒
　
　
白
　
乗
・
塩
・
醤
・
海
・
津

右
　
料
　
如

都
宿
　
（
領
位
署
）

勘
未
ぷ
・
メ
⑧
　
　
　
博
著
・
右
　
　
∴

⑧
碧
　
案
3
Σ

⑱
盛

1
ち
M
著
　
凸
声㈹
を
も
　
名
乙
・
へ
　
　
　
　
・

三
月
七
日
　
　
収
　
　
双
　
　
双
　
　
収

チ
嘉
　
　
　
＊

タ
右
　
　
　
ノ
細

ク
塗
　
　
玉

侮

ラ
・
右
ム
．
料

　
　
　
　
（
止
承
竺
零
）
ヤ
蜘
党
　
下
る
7
．
ム
　
　
　
　
巳

A
訊
　
　
④
重
　
D
も
　
◎
み
　
⑱
魑

⑳
煮
。
融
　
ゾ

⑧
馨
　
　
そ
よ

齪
鰹
e
養
楴
ヨ
に
廻



　
　
o
◎
＝

図
2
　
下
道
主
の
筆
蹟

R

　
A
　
　
　
　
A
　
　
　
　
B
　
　
　
　
C
　
　
　
　
D

・
イ
ω
素
・
よ
㈲
白
・
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
J

葉
隠
老
・
ナ
傑

　
L
　
　
　
M
　
　
　
N
　
　
　
O
　
　
　
P
　
　
P

・
石
幽
田
舞
馬
歯

　
　
　
　
　
　
　
　
T
　
　
　
　
T
　
　
　
　
T

雀
孝
　
復
残

　
　
　
　
　
　
架
適
三

J臼D
　（7）

J匂E
　臼・
J・司
　　E

｛s）

pt．　P

（1）　（4）

　K怨F・右
．M爪G

H
　
　
　
H

H

H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼
ン
　
　
　
⑯
．
　
　
　
　
　
　
μ

　
S
　
　
　
　
S
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

ω
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
㈲
　
換

㈲
、
逼
i
　
　
　
　
　
　
て
亀
．
，
、
、
　
團
ネ
も
一
ム

　
〈
出
典
V
ω
（
天
平
宝
字
）
七
年
七
月
二
十
五
日
付
下
道
書
状
（
続
修
四
十
七
、
五
ノ
四
五
四
～
四
五
五
）

　
②
（
天
平
宝
字
）
五
年
十
二
月
一
日
付
下
道
土
製
（
続
修
四
十
七
、
四
ノ
五
二
三
）
　
ω
（
天
平
宝
字
六

年
ヵ
）
十
二
月
八
日
付
下
道
志
啓
（
続
修
四
十
九
、
十
六
ノ
ニ
四
～
二
五
）
　
ω
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
十

五
日
付
石
山
院
解
（
続
々
修
四
ノ
ニ
十
一
裏
、
五
ノ
ニ
八
九
～
二
九
〇
）
　
⑤
（
天
平
宝
字
五
年
ヵ
）
六
月

十
二
日
付
桧
皮
葺
倉
収
納
雑
物
注
文
（
続
々
修
十
八
ノ
三
裏
、
四
ノ
五
〇
五
～
五
〇
四
）
　
⑥
（
天
平
宝
字
）

六
年
十
二
月
八
日
付
石
山
院
解
（
続
々
修
十
八
ノ
三
葉
、
五
ノ
ニ
八
八
）
　
ω
（
天
平
宝
字
）
六
年
閏
十
二

月
十
四
日
付
下
道
学
啓
（
続
々
修
四
十
ノ
五
裏
、
十
六
ノ
一
七
一
）
　
⑧
（
天
平
宝
字
六
年
ヵ
）
三
月
六
日

付
下
道
主
雑
物
進
上
啓
案
（
続
々
修
四
十
五
ノ
三
裏
、
十
五
ノ
三
七
四
～
三
七
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
着
老
⑥
艦
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
K
　
　
　
　
　
K
　
　
　
　
K
　
　
　
　
K

・・

ﾎ
・
震
t
石
だ
・
石
・
右
・
右

P
P
P
P
　
　
P
P
Q
R

、
の
助
抑
　
　
炉
妙
ル
汐

T　
　
　
　
　
　
ω
4
》
迫
ま
⑧
≠
遙
．
ム
ω
手
事
ユ

図
3
　
阿
刀
乙
万
呂
の
筆
蹟

タ
　
　
　
　
　
ノ

右
酒
　
》
リ
ィ
2
穿
り
ィ
、
毎

〈
出
典
〉
（
天
平
宝
字
七
年
ヵ
）
八
月
二
十
日
付
阿
刀
乙
土
呂
解
（
続
修
二
十
六
、
十
五
ノ
五
〇
二
）

駅
　
冊
　
績
　
ヨ



　
い
医

図
一
ω

四
月
二
日
・
五
月
二
日
・
十
六
日
・
七
月
一
日
・
二
日

曽
二

天
平
宝
字
　
六
年

主
　
　
　
　
　
文

「
右
」
記
事

位
　
　
　
署

米
　
　
　
黒
　
　
白
　
乗
・
塩
・
醤
・
海
・
津

右
　
料
　
如

都
宿
　
（
領
位
署
）

四
月
二
日
又

ハ
巣
　
　
リ
エ
　
　
　
カ
希
　
　
塩

ソ
名
ム
射

ク
房
4
　
墜

五
月
二
日
双

ハ
　
乳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
肉
　
　
　
力
己
需
　
　
　
ヨ
　
塊
職

ソ
右
ム
脅
　
あ

ク
5
寄
梅
乍

十
六
日
双

チ
毫
　
　
　
　
・
向
　
・
塩

タ
右
　
・
　
劉

　
　
ケ
磐
凝
イ

ハ
未
　
　
リ
エ
　
　
。
　
力
毒

タ
看
ヰ
杜

　
　
マ
暮
魚

七
月
一
日
　
　
収
　
　
双

ハ
拳
　
　
　
民
　
　
　
　
　
　
力
棄

ソ
亀
　
　
ム
噌

ハ
氷
　
　
　
　
ヲ
南

タ
虚
ム
智

　
　
ケ
■
潔
斎
、
－

二
日

ハ
煮
　
リ
エ
　
ワ
・
．
力
書

タ
表
　
ム
嚇

　
　
マ
・
奔
ず
鉾
　
　
　
　
　
　
L

図
1
㈲
　
七
月
二
十
九
日
～
八
月
六
日
（
△
印
は
訂
正
に
よ
る
加
筆
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
）

・
末
　
弊
黒
邪
白
・
境
　
偏

・
右
ム
剃

考
4
嚇
・
」
，
㌧
彦
歪

七
月
二
＋
九
日
　
収
　
双

・
へ
　
　
　
・
白

タ
彦
ム
殉

・
黎
轟
こ
3
ン
蛮　

・
氷
　
　
　
・
臼

ソ
石
　
　
9
・
磐
・
警
膏
・
矛
。
、

八
月
一
日

・
柴
奏
　
鼠
・
　
・
　
力
家
・
匿

姦
・
糾

ζ
≠
マ
量
目
を
で
．

二
日
又

・
米
　
三
　
・
匂
　
・
孝
・
塩

ッ
惹

・
客
・
筆
要
考

ホ
教
　
　
　
　
ワ
向

タ
右

・
馨
・
冷
雨
も
て

三
日

ハ
乳
未
へ
エ
ル
ニ
　
・
素
・
彪

タ
姦
ヰ
剃

ク
喜
ケ
梶
イ
ハ
勺
レ
イ

四
日

・
未
　
堂
二
・
嶺
鑑

ソ
海
蓋
「

・
裟
ケ
砺
イ
．
壕
9
て

・
拳
　
・
エ
．
・
勉
　
・
凄
・
蟻

タ
庵
ム
η

・
鼻
李
ケ
禁
葛
告
著
　
　
　
一

五
日
収
双

卜
拳
　
　
　
　
　
ワ
の

ネ
准
ム
智
オ
ψ

チ
素
　
　
　
　
　
ヲ
匂

ナ
賓

ク
身
ケ
砺
ス
ほ
う
し
写

六
日

ハ
ペ
素
・
　
～
ル
・
け
　
薪
・
塩
．
・
疹
ム
升

ク
砂
蝦
　
ケ
拠
塾
津
・
∵
γ
て
ス

毅
瞠
e
霞
楴
ヨ
樽
姻



　
の
＝

図
1
㈲

三
・
七
具
第
三
又
・
主
文
舞
茸
昇
（
・
等
八
月
吾
条
第
；
又
・
妻
）

図
1
ω
　
三
月
八
日
～
四
月
四
日

寸
臥

天
平
宝
字
　
　
六
年

主
　
　
　
　
　
文

コ
右
」
記
事

位
　
　
　
署

米
　
　
　
黒
　
　
白
　
乗
・
塩
・
醤
・
海
・
津

右
　
料
　
如

都
宿
　
（
領
位
署
）

三
月
八
日
　
　
又

A
ま
　
　
④
f
’
D
o
　
◎
ふ
　
　
姓
⑪
ζ
　
　
許
　
　
も

㈹
碧
　
l
Q
三

＊
　
　
　
⑧
璽

石
　
　
　
p
ψ

ω
毒
　
　
下
重
・
・
（

九
日
　
又

馬
爪
　
⑲
ヌ
　
　
　
　
　
⑪
嬢

K
石
　
　
　
二

⑧
葛
　
　
ア
㊨
土

箱
書
菰
・
Ψ
ノ
⑧
　
9
・
◎
ゑ
　
⑪
甚

K
右
。
軒

⑧
霧
　
エ
重
主

十
日

・
撒
　
⑥
翼
　
・
臼
　
◎
缶
⑪
鍾

－
右
・
雪
・
妙

㈹
薯
　
　
で
適
乏

十
一
日
　
又

舶
蒸
　
⑤
ヌ
　
　
　
　
　
⑧
優

K
宥
　
鱗
p
妙
⑧
奮
　
　
≠
豊
三

缶
盛
　
③
翌
　
o
　
・
幽
⑪
埴
～
ゐ
　
嚇
　
p
い

㈲
奪
　
f
也
・
三

ホ
承

ソ
右
　
　
　
　
　
り

ヤ
輝
僧
　
玉
里
’
美
　
　
　
　
　
隔

十
二
日
　
収
　
双

F
膠
⑪
盛
K
石
　
　
　
盈
、

㈹
之
　
4
蚤
・
二

⑥
屡
　
　
畠

一
己
　
　
券

⑧
炉
も
　
4
趨
、
為

，
　
十
三
日

⑥
慮

－
右
　
　
・
ρ

㈹
翼
　
　
盛
＆
三

・
岩
　
⑧
エ

K
石
　
　
　
夕
　
7
◎
写
菊
　
フ
さ
乙

十
四
日
　
収
　
双
　
双

氷
　
⑭
～
　
　
②
　
◎
ム
　
　
幽

K
畜
M
冴
・
か

遮
承
角
　
－
⑧
　
6
c
◎
ふ
　
⑪
匹

石
・
野
・
ρ

二
丁

缶
米
　
③
ヌ

K
石
　
　
　
鼻

㈹
か
も
　
ユ
趨
・
玉

釦
添
　
⑧
ヌ
　
　
　
峰
・
屠
」
・
右
　
　
・
ρ

◎
ぞ
　
　
孟
5
ろ

十
五
日
　
双
　
双
　
双

峰
　
音

遊
　
　
　
£

㈹
畜
　
　
メ
忌

釦
《
　
　
　
望
　
　
向
　
◎
志
　
⑰
修

K
石
・
升
・
め
㈲
彰
　
　
イ
遁
・
ミ

鋤
彫
　
⑤
メ
　
　
　
　
⑪
座

K
石
　
　
鴛

囚
窒
　
　
≠
這
う
「

駅
掃
粁
ヨ



O
＝

⑥
終

一
姦
　
　
あ

ω
裳
　
．
プ
老
と

十
六
日
　
又

米
払
A
　
ヌ
⑧
　
9
　
◎
轟
　
憧

K
右
言
下
三
里
　
　
z
過
立

十
七
日

巣
禿
ヌ
③
　
b
◎
蕩
　
⑪
懐

J
姦
・
二
言
ω
セ
　
　
蓄
ま

十
八
日
　
又

律
・
峰
．

K
る
　
打
鼻
⑥
客
　
　
ア
遺
ゑ

未
　
⑧
メ
　
　
　
◎
函
⑧
抜

十
九
日
　
又

・
菰
柔
⑧
メ
　
　
　
◎
ユ
⑤
座

」
ζ
　
升
p
レ

㈲
ζ
　
　
帆
手

ん
添
　
⑤
メ

」
る
　
　
Q
あ

⑧
奪
　
　
4
多
」

二
十
日
　
又

山
添
　
⑥
メ
　
　
　
　
　
⑥
翫

K
石
　
　
　
p
．
”
㈹
ガ
b
　
イ
琶
・
孟

八
事
　
⑧
メ
　
　
　
◎
あ
　
溢

ノ
V
　
晦
　
晒

◎
ξ
　
　
プ
当
、

二
十
一
日

角
《
菰
・
メ
⑧
　
　
　
　
①
塩

J
姦
　
　
舜
　
ソ

◎
ξ
　
　
盛
5
セ

二
十
二
日

ハ
米
　
リ
ユ
　
　
　
H
基
㊦
蔭
タ
右
　
　
　
ル

ク
妻
　
ケ
伽
ア
毒
＾

二
十
三
日
　
　
又

癌
菰
　
　
　
　
　
　
　
律
　
晦

－
右
　
，
ρ

⑥
ゲ
恥
千
里
5

ホ
・
煮
　
リ
メ

ソ
右
　
　
　
　
力

ク
鼻
　
ケ
禦
≠
蚤
ま

H
著

K
右
　
η
　
岬

二
十
四
日
　
　
攻
　
　
双

熔

－
右
　
　
　
馬
炉

◎
驚
　
　
託
も
£

加
未
　
⑥
メ
　
　
　
◎
ふ
　
癒

K
名
0
升
P
ρ働
盈
　
　
3
琶
L

二
十
五
日
　
　
又

舶
爪
　
⑧
エ
　
　
　
◎
孟
⑭
泣

K
右
喜
斎

的
奮
　
　
ス
芭
之

・
ま
　
⑤
ユ
　
　
　
塀
・
著

－
盈
　
蘇
　
．
“

㊨
馨
　
　
プ
壱
三

・
叢
　
・
藍
　
　
　
　
片
肱
　
　
　
　
．
　
，

タ
宏
　
　
砕

ω
努
　
　
4
差
孟

二
十
六
日
　
　
収
　
　
双

・
乳
　
・
X

・
右
　
　
・
ゐ

ヤ
抑
膚
耀
浄
，

編
煮
系
　
　
　
c
向
　
◎
多
　
⑤
並

J
プ
℃
o
教

⑧
馨
　
づ
溢
■

二
十
七
日

、
濠
　
　
　
　
　
、
居
⑪
埴

J
／
V
　
脅
　
’

勘
ケ
ん
　
，
8
む

鞍
鰹
e
養
楴
ヨ
陣
廻



」
二

尺

又

釦
糸
費
　
メ
⑤
　
白
　
◎
参
　
⑪
憧

右
M
舜

働
駕
　
7
道
・
ム

二
毛
　
⑧
婁

K
石
　
　
p
ρ
⑥
ヶ
心
　
熟
五
三

二
十
八
日
　
　
収
　
　
双
　
　
双

鋤
柔
　
　
　
　
6
　
◎
昏

K
石
　
　
芦
囚
駕
　
客
着
乏

承
　
⑧
メ

K
右
　
　
R
〃
⑧
勲
も
　
メ
ろ
を

由
氷
多
　
メ
⑧
　
　
◎
↓
　
睦

る
。
脅

⑧
潔
4
必
．
匙

二
十
九
日

未
畠
　
ヌ
⑧
　
　
◎
ゑ
壇

拶
・
究

ω
乞
名
↓
三

三
十
日
　
又

h
ふ
　
⑧
メ
　
　
◎
5
舷
J
l
v
　
狩

鶴
面
食
≠
重
．
、
ム

・
蕾
⑲
雌

J
畜
　
時
　
ψ
㈹
8
駕
イ
蓄
・
．
一

角
煮
　
⑧
メ
　
　
　
・
署
⑪
絶

ー
ノ
惚
　
　
　
　
汐

⑧
ヤ
も
　
仏
ち
t

四
月
一
日
　
　
又

孤
　
⑧
メ
　
　
◎
み

」
石
。
鯨

◎
冨
　
無
し

二
日
　
又

缶
み
　
⑧
メ
　
　
　
搾
⑪
長

K
畜
。
響

⑧
馨
　
　
乱
言
≧

（
図
1
ω
に
掲
出
）

三
日

薦
氷
　
　
　
　
　
　
◎
ゑ
◎
産

る
・
擁

㈲
げ
も
　
希
こ
・
レ

四
日
　
又

鋤
氷
柔
　
　
　
・
ゑ
・
壇

J
震
・
　
”
㈹
卸
嘉
3
も
主

一

A
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
」
ナ
弼
　
　
　
ワ

◎
ξ
協
も
　
　
　
　
　
　
　
　
一

図
1
ω

三
月
二
十
四
日
条
第
↓
「
又
」
主
文

勧
邸

（
甲
筆
・
三
月
二
十
四
日
条
主
文
）
こ
の
他
、
図
1
②
を
参
照
。

三
月
十
五
日
条
第
一
「
又
」
主
文

彗
舛

針
（
乙
筆
・
七
月
二
十
九
日
条
第
二
「
又
」
主
文
）
「
騨
」
は
図
1
㈹
を
参
照
。

図
1
ω
　
四
月
五
日
～
一
一
十
日

2又 1
又

四
月
五
日

天
平
六
宝
年
字

A ④

讃 恭 米

⑤ bL

2 エ 黒
主

白

乗

降
盒 車文

醤
㊥ ＠ 毒

純 掻 聯 海
4．m主

d
ノ
塘

右 君
f L
軒 料 記
鼻
．

如 事

（a）

蓼 都
宿 位

i

（
帖 領

ま
馬

位
署

署

養 i

鰍
瞭
粁
ヨ



K

oo

双

承
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝿
駐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈

d
毛

㈲
脅
右
　
i
笠
鵡
養

⑤
（
　
b
隻
星
㎞
　
　
　
　
毒
泰
　
④
讐

d
轟
f
行
h
”ω
馨
　
．
L
履
よ
猛
秀

六
日
　
収
　
双

晦
　
・
鑑

ノ
耀
　
　
舜
　
　
“

ク
奪
4
　
ケ
鉦
■
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
斌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰭
冊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生

⑤
象
　
　
b
隻
　
　
　
　
④
乗

・
凌
－
判
轟

㈲
壁
塗
　
－
燈
よ
嬉
養

七
日
　
収
　
双

岸
他
　
　
　
　
4
1

d
｛
　
　
　
①
艶

㈲
拷
　
裳
ム
券

⑤
轡
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
c
6
　
　
④
素
　
　
◎
見

d
‘
　
f
新
　
①
｛

㈲
霧
　
臓
均
糸

八
日

⑤
来
　
　
b
工
　
　
　
　
⑥
圭
　
◎
堵

d
嘘
　
f
舞
①
｛
㈲
砺
、
覧
　
喋
、
為
参

九
日

⑤
承
　
　
　
㎞
エ
　
　
c
も
　
　
＠
善
　
　
④
¢

d
も
　
f
わ

㈲
釦
零
　
　
．
－
璽
逐
巻

④
夢
小
　
　
　
　
　
　
　
　
c
ノ
曜
　
　
④
毒
　
　
◎
鳩

d
ζ
　
f
料
　
h
串

十
日
　
収
　
双
　
双

　
　
　
　
又
穿
　
　
協
認
　
　
　
　
4

d
ζ
　
f
料

⑤
米
　
　
㎞
星
　
　
　
　
　
　
　
④
砧

・
壱
－
智
・
期

㈲
誇
　
士
馬
養

a
承
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
素

d
る
　
f
糾
一

㈲
今
夷
　
i
磯
上
島
饗

十
一
日

乳
3
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
桑
　
　
δ
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

d
．
姦
　
f
脅

㈲
齢
畜
　
斥
一
ム
奉

⑤
承
　
　
　
b
叉
　
　
　
　
‘
　
　
④
幸
　
　
⑤
偽

十
二
日
　
又

④
系
　
　
㎞
星
　
　
　
　
　
　
　
　
①
嬉

ω
三
里
　
i
貌
h
島
奉

氷
　
　
㎞
二
　
　
　
　
　
④
金
　
　
◎
殖

十
三
日
　
収
　
双

⑤
承
　
　
㎞
エ

d
裂
　
f
糾
，
h
瑠
ω
馨
　
－
煙
h
垢
奉

裟
摺

㈲
書
　
掌
馬
尽

⑤
駅
集
・
　
㎞
呈
　
　
　
6
　
　
⑥
素
　
　
①
嬉

d
瑞
　
f
升

十
四
日
　
収
　
双

⑤
米
　
　
㎞
エ

d
孟

ω
皆
　
－
敬
上
島
恭

④
張
　
　
㎞
里
　
・
る
　
⑥
ゑ

ω
を
循
　
－
穏
二
昼
巷

醗
鰹
e
終
播
ヨ
陣
蝦



O
＝

O
」

二 十 十 十 十 十
十 九 八 七 六 五

重 日 又 日 又 日 日 日 又 日

a ⑤ ◎ a a

よ 系 議 承 張 承 素 米 瓜
1、10主 4，10主 4．田主 蓄

4．L4主

bL b1 bI

1 皇 実 三 エ

乙 Σ
も

④

圭 素 齢 タ 素 ゑ ゑ 議 幸

① ◎ ◎ ◎ ⑥

協 《‘ 壷‘ 緒 ‘4 ㌧乙 喝 レ‘ 身 ・亀

d d e

ζ ζ 蓋

9 9 f

舜 熟 料

h

慨殉

（b） （b） （a｝ （a） （a｝

言 薯 磐 奪 和
需

i i

・
1
望 i

ぞ

｝
易

窄
鴨 笠

喜
憂

ゑ
恭

過
小

奉
． 島

潜
七
千

嬉
参

図
4
　
上
馬
養
の
筆
蹟

a

b

C

d
　
　
　
　
　
d

d

e

f

f
　
　
　
　
　
　
f
　
　
　
　
　
　
f
　
　
　
　
　
　
f

・
柔
・
隻
ω
ら
ω
畜
ナ
鰭
惹
・
魂
・
新
㈹
噺
判
・
新
玉
脅

9
㈲
昏

h

h

h

泡
盛
鼻

h
　
　
　
　
　
　
h

働
姻
　
榔
　
ω
競
　
仇

霜

…
島
拳
・
嘉
拳
・
毒
旛

ω
上
柔
㈲
上
3
奉
⑥
よ
島
婆
ω
上
番
老

〈
出
典
〉
ω
（
天
平
宝
字
）
七
年
二
月
二
十
日
付
上
馬
下
状
（
十
二
四
十
七
、
五
ノ
三
八
七
～
三
八
八
）

②
（
天
平
宝
字
）
二
年
十
二
月
二
十
五
日
付
経
本
雑
物
細
注
文
（
続
々
修
十
八
ノ
五
、
十
四
ノ
ニ
七
五
～
二

七
六
）
　
㈹
（
天
平
宝
字
）
七
年
六
月
二
十
九
日
付
鼻
所
舎
人
日
進
文
（
続
々
修
十
八
ノ
七
、
五
ノ
四
四
七
）

ω
（
天
平
宝
字
）
四
年
四
月
一
日
付
上
馬
養
子
軸
端
解
（
続
々
修
三
十
七
ノ
九
、
十
四
ノ
三
二
八
）
　
㈲
（
天

平
宝
字
）
六
年
閏
十
二
月
四
旧
付
上
馬
銭
用
注
文
（
続
々
修
四
十
ノ
五
裏
、
十
六
ノ
＝
一
＝
～
＝
三
一
）

㈲
（
天
平
宝
字
）
六
年
二
月
五
日
付
上
馬
養
国
用
注
文
（
続
々
修
四
十
三
ノ
ニ
十
二
、
五
ノ
八
五
）
　
ω
（
天

平
宝
字
）
四
年
三
月
八
日
付
上
馬
養
十
二
月
文
（
続
々
修
四
十
三
ノ
ニ
十
二
、
十
四
ノ
三
二
六
）
　
⑧
（
天

平
宝
字
）
二
年
十
｝
月
七
日
付
上
馬
養
根
般
若
経
布
施
注
文
（
続
々
修
四
十
四
回
目
裏
、
十
四
ノ
三
一
二
八
）

紛
（
天
平
宝
字
）
二
年
十
一
月
七
日
付
司
井
人
々
大
般
若
経
料
銭
用
井
料
残
注
文
・
奉
写
先
経
料
準
用
当
所

残
注
文
（
続
々
修
四
十
四
ノ
六
裏
、
十
四
ノ
ニ
三
五
～
二
三
七
）

猷
　
盤
椅
　
ヨ



O
嗣
一

図
1
㈹

四
月
十
五
月
条
「
又
」
主
文
燕
　
　
窟
　
（
卓
筆
・
四
月
十
三
日
条
第
二
「
又
」
主
文
）
　
　
緯
　
　
（
丙
筆
・
四
月
十
一
日
条
主
文
）

四
月
二
十
一
日
条
主
文
　
　
㌃
　
　
女
　
　
（
丙
筆
・
四
月
七
日
中
主
文
）

を
　
（
丙
筆
・
四
月
十
八
日
条
「
又
」
主
文
）

図
1
0
9
　
四
月
二
十
｝
日
～
二
十
四
日

主
　
　
　
　
　
文

「
右
」
記
　
事

位
　
　
　
署

天
平
宝
字
　
六
年

米
　
　
　
黒
　
　
白
　
乗
・
塩
・
醤
・
海
・
津

右
　
料
　
如

止
宿
　
（
領
位
署
）

片
　
誉

四
月
二
＋
一
日
　
　
収
　
　
双
　
　
双

指
痕
　
③
メ

K
名
　
　
　
p
診

田
富
　
⑧
ヌ

K
壱
　
　
　
臼
”

　
　
　
　
上
島
僑
㊨
ダ
晒
　
T
舷
　
　
　
　
¶
蓮
瓦

掬
水
　
⑧
ヌ
　
　
　
　
⑪
殖

～
素
M
料
・
齢
・
蓄
・
告
善

二
十
二
日

釦
義
　
⑤
ヌ
　
　
　
◎
ふ
　
　
甑

K
右
　
　
　
身

　
　
　
　
当
⑧
ケ
る
　
T
握
　
　
　
　
乳
↓
∂
｝

指
嫁
　
　
　
　
・
匂

K
石
・
饗

婁
・
控
糠

二
十
三
日
　
　
収
　
　
双

憎
み
　
⑧
Ψ
’
　
　
　
　
⑪
藏

－
宥
　
　
・
か

ω
細
る
　
T
校
蓬
聾

裳
謀
・
　
ヌ
⑧
・
・
　
◎
8
，
⑪
穫

K
右
・
紆
凸
♪
・
ぎ
・
鑑
舞

二
十
四
日
　
　
又

由
《
　
　
　
・
向

・
篇
・
升
ρ

指
柔
　
⑧
メ
　
　
　
・
雪
　
憾

」
ζ
　
　
暫
島
卸

皇
・
迭
謳
瑞

図
1
㈹
　
四
月
二
十
五
日
～
六
月
四
日

四
月
二
＋
五
日
　
　
又

歯
参
　
⑧
メ

　
　
，
－
右
・
舟

⑧
謡
言
匹
書
見

湘
氷
　
　
コ
　
・
．
◎
急
．
⑪
憧

石
　
　
　
晒
ぬ

㈲
ζ
　
セ
～
る
も

A
ゑ
　
　
　
　
　
D
臼

」
4
0
脅
Q
V

二
十
六
日
　
双
　
双

イ
日
米
ハ
　
塞
　
触
　
　
嘉
‘
憾

右
ム
朴
　
幽

・
薯
真
イ
通
ム

ハ
薮
　
　
リ
エ

タ
姦
　
　
　
ノ
珈

ク
零
　
マ
晦
4
蓋
・
L

二
十
七
日

指
東
ポ
A
　
ユ
⑤
　
o
　
◎
轟
　
⑪
窪
」
石
　
轟
p
．
炉

㈲
㍗
孔
　
T
姓
千
る
；
’

粧
賢
e
養
楴
ヨ
陣
期



一
9

oo

二
十
八
日

煮
メ
恥
　
2
④
　
も
　
　
メ
　
　
笹

ち
N
脅
p
卸

い
轟
　
　
駁
あ
ら
と

二
十
九
日
　
　
又

嚇
　
　
⑲
2
　
c
曹
　
◎
ゑ
　
⑧
域

J
石
　
舟
　
云

⑧
ケ
馬
　
声
善
五

ハ
畿
　
　
　
　
　
ヲ
．
ウ

ソ
を
　
　
　
ノ
為

ク
櫛
埴
　
ケ
舷
．
イ
遇
と

五
月
一
日

翫
確
論
B
　
　
E
臼
　
◎
読
◎
趨

．
J
｛
M
脅
鼻
ア
鳴
　
悔
↓
芝

編
蓋
　
⑧
∫
　
　
　
　
　
・
看

J
．
祐
　
　
お

⑥
存
4
　
弓
筈
乙

二
日
　
収
双

偏
去
蓋
　
エ
⑤

J
ノ
耀
　
　
瀕

⑥
客
4
遼
孟

（
図
1
ω
に
掲
出
）

三
日

＊
　
　
　
　
　
　
D
白

＊
　
　
　
　
h
戸

囚
だ
τ
直
ム

畿
　
　
⑥
ヌ
　
　
　
＊
　
◎
孟

‘
M
朽
p
ゆ

四
日
　
収
　
双

．
　
⑧
メ

」
る
。
料
ふ

◎
　
馨
　
　
2
白
と

ハ
畿
　
・
鼻

蓄
f
重
三

五
日
　
又

濠
　
　
　
　
E
奇

J
壱
　
　
　
島

囚
驚
　
手
直
・
乙

家
煮
・
　
　
・
匂
　
◎
ゐ

壱
　
↓
2

㈲
客
ア
芭
主

六
日

柔
ゑ
a
　
2
③
　
南
　
◎
ゑ

J
る
　
軒
凸
炉

㈹
智
　
ス
善
ゑ

七
日

A
蹴
　
　
　
　
　
　
◎
ム

J
ζ
　
　
寿

㈲
が
“
　
争
墨
・
ユ

八
日

B
柔
孤
A
　
　
　
D
向
　
◎
ふ

｛
，
N
吟

◎
γ
5
　
↑
こ
＆

九
日
　
又

跣
煮
菰
　
　
　
E
宙
　
◎
土

J
る
M
舟

B
氷

」
〆
管
　
　
　
p
汐

⑧
禦
も
　
ア
善
五

漏
斗
　
　
　
　
・
由

－
右
　
　
・
〃

㈲
薯
　
f
適
三

十
日
　
双
　
双

働
煮
　
　
　
　
　
脅
　
◎
ム

K
姦
M
η

㈲
即
も
　
f
由
三

峯
　
　
　
　
　
c
匂

タ
右
ム
判
　
　
声

ク
名
ケ
忌
門
・
ゑ

十
一
日

嘉
　
　
　
　
c
．
匂
　
◎
志

－
．
4

⑥
ウ
拓
　
劣
る
も

駅
鼎
椅
ヨ



む

尉
型

由
氷
4
A
　
　
　
費
　
◎
孟

⑥
ち
角
撃
も

十
二
日
　
又

ん
未
　
　
⑧
ヌ

十
三
日
　
又

B
柔
　
　
　
　
　
　
白

毒
　
o
暫

B
柔
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．
著
メ
簡
　
　
　
臼
〃

⑧
㌃
も
・
・
直
三

十
四
日

翫
よ
　
　
　
　
E
匂
　
義

－
右
・
升

㈹
ケ
令
　
争
》
ψ
エ

十
五
日

跣
峯
敏
A
　
　
　
E
匂
　
◎
よ

」
叢
　
　
升

働
客
　
千
重
主

よ
　
　
　
・
臼

K
右
　
　
　
p
汐
⑥
》
喬
　
書
，
亡

十
六
日
　
収
　
双
　
級

⑪
渡

－
右
・
獅
p
ρ

湘
峯
よ
　
　
・
留
　
露
⑪
俵

－
蓄
　
昇
二

㈹
袈
5
畜
・
ム

（
図
1
ω
に
掲
出
）

十
七
日
　
又

B
よ
　
　
　
　
D
向

K
る
。
寿
　
汐
③
η
も
　
　
工
5
’
乙

邸
系
よ
B
　
　
　
D
向
　
　
系
　
⑪
循

一
石
　
脅
・
ピ

囚
奪
　
4
逡
、
土

十
八
日

B
柔
、
　
　
　
D
含
　
◎
蕩
　
㊥
嶺

－
石
・
暑

十
九
日

菰
柔
B
　
　
　
E
臼
　
◎
欲
　
　
渡

J
畜
・
響

1
　
二
十
日
　
　
又

孤
蕉
B
　
　
　
臼
　
◎
ま
　
②
極

J
姦
。
身

㈹
を
覧
　
千
早
t

ぶ
　
　
　
　
D
匂

」
養
脅
p
μ
⑧
ゲ
砲
　
4
｛
三

二
十
一
日

B
よ
ぶ
A
　
　
　
臼
　
◎
ム
　
⑪
穫

J
石
・
静
　
ψ

働
蟻
ζ
　
五
二
2

二
十
二
日

編
柔
ま
・
　
　
　
・
　
◎
ホ
　
②
俵

－
4
　
吟
Q
〃ひ9

ｭ
　
輩
遣
三

二
十
三
日

臨
赤
ま
　
　
　
・
匂
　
妥
◎
憾

K
石
・
軒
忍
ω
を
為
イ
宇
土

二
十
四
日
　
　
又

匝
氷
柔
　
メ
③
　
　
◎
轟
　
⑪
塩

J
庵
。
紳

㈲
か
る
　
告
蓮
乏

A
孝
　
　
⑧
メ

－
看
　
　
・
〃

㈹
茗
　
t
も
・
＆

二
十
五
日

舶
家
　
　
・
　
向
　
ま
②
遁

K
・
右
　
＊

就
鰹
e
霞
仲
ヨ
樽
姻



。唇

n，

ゆ
燈

又

編
よ
　
　
　
　
・
向

K
岩

囚
駕
　
　
喜
ム

二
十
六
日

泉
華
・
ヌ
⑧
　
・
療
　
⑪
世

－
庵
・
升

㈹
紫
蓄
蓬
く

二
十
七
日

廊
煮
鑑
A
　
～
⑧
　
盲
D
　
女
　
　
蜂

二
十
八
日

編
塞
柔
A
　
窒
④
　
6
c
　
鼻
⑥
笈

二
十
九
日
　
　
又

建
い
　
　
　
④
コ
　
　
　
　
も
　
　
　
血
昂
　
⑪
路
廻

」
壱
・
紳

②
座

㈹
8
も
　
匹
差
峯

六
月
一
日

煮
　
⑧
～
　
臼
　
表
⑪
櫨

K
右
M
評

㈹
乾
　
T
摯
蓋
孟

二
日
又

煮
ぷ
・
　
£
⑧
　
匂
・
　
ま
⑤
燈

K
右
M
舜

㈹
詑
　
T
螢
蓬
三

角
承
　
　
　
　
・
匂

K
石
　
　
　
p
り
　
　
　
　
　
刀

㈹
ヤ
動
，
塚
通
・
～

三
日
　
又

・
峯
　
・
ユ
　
　
　
　
・
後

ソ
ナ
智
　
　
　
　
ん

・
書
　
マ
6
ー
イ
通
，
，

釦
禾
客
　
里
⑧
　
臼
・
　
家
⑪
櫨

1
右
M
締

㈹
ケ
も
　
≠
直
乏

四
日

釦
恭
累
画
　
星
⑳
　
臼
D
　
孟
　
　
益

1
毒
　
　
判

⑧
ケ
物
　
”
｛
義

図
1
0
3
　
六
月
五
日
～
十
九
日

六
月
五
日

⑤
米
　
　
㎞
1
　
・
ら
　
⑥
毒
　
◎
協

d
る
f
升

卑
否
－
讐
島
養

⑤
乳
　
　
？
　
　
ら
　
非
　
◎
鳩

d
義
g
軒

ω
麓
　
上
馬
冬

六
日
　
又

⑤
米
　
　
　
　
　
・
6
　
③
素

d
ノ
曙

ω
馨
・
島
参

七
日
　
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
④
筑
　
　
　
！
　
　
　
　
6
　
　
　
壼
　
　
⑥
鴫

d
｛
f
舞

㈲
セ
㌔
　
と
島
奉

④
鼠
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
◎
協

d
犠
－
舟
h
単
㈲
書
よ
島
拳

八
日
置
又

⑤
米
　
　
㎞
里
　
・
ら
④
豪

d
ζ

④
蕃
　
　
　
　
・
6

d
ノ
℃

㈲
妬
蕎
　
上
馬
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九
日

⑤
米
峯
　
Σ
　
・
ち
　
④
素
　
◎
儲

d
ζ
g
刑

㈲
馨
上
島
拳

十
日

④
慕
　
　
㎞
エ
　
・
6
　
⑥
豪
　
◎
鰭

d
4
f
舟

ω
薯
－
宝
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鼎
終
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VEwo

寸
止

収
双

米
　
　
　
　
窪
　
　
c
る

d
雀
　
f
酋
η

◎
承
　
　
b
エ

d
篭
　
肴

ω
薯
と
ム
甘

十
一
日

承
　
　
㎞
－
　
　
与
　
④
傘
　
◎
垢

d
を
f
糾

㊨
馨
ト
属
恭

十
二
日

④
承
　
　
エ
　
・
ら
　
⑥
素
　
◎
銘

d
畜
f
新

ω
勘
¢
よ
有
春

十
三
日
　
又

⑤
塩
　
　
　
　
　
　
・
ら
　
④
森
　
◎
協

d
彦
f
斜
，

索
　
　
　
b
エ

d
煮
　
　
射
↓

㈲
袈
－
鼻
拳

⑤
氏
箏
　
　
　
・
6
　
④
棄
◎
偽

d
《
f
舟

十
四
日
　
収
　
双
　
双

④
丞
　
　
　
　
・
‘
　
　
盛
　
◎
堵

d
｛
f
新

承
　
　
　
㎞
王
　
　
　
　
　
④
垂

d
9
腕

．ω

?
E
三
養

⑤
来
　
　
㎞
ま

・
孤
f
駐
h
即

㈲
馨
・
曳
餐

十
五
日
　
又

④
　
永
　
　
　
：

d
ζ
g
寄
①
却

ω
薯
≧
あ
養

④
柔
　
　
　
　
　
　
＊
　
④
棄
　
◎
砧

＊
　
　
　
鞘

㈲
書
よ
島
台

十
六
日
　
又

④
爪
　
　
　
　
？
　
　
c
ら
　
　
④
素
　
　
◎
鳴

d
略
　
　
g
向

㈲
謬
k
β
恭

④
承
　
　
　
二
　
　
　
　
　
④
糞

d
嬬
　
f
ぬ
「

ω
芝
上
馬
奉

十
七
日

嵐
　
　
　
一
　
　
‘
　
　
顧
　
◎
略

d
賓
　
f
針

ω
馨
h
責
具

十
八
日

⑤
艦
　
　
　
マ
　
・
ら
　
④
盆
　
◎
幡

e
4
　
f
蒋

㈲
勢
k
島
養

十
九
日

◎
系
　
　
　
　
　
I
　
　
c
6
　
　
④
棄
　
　
◎
鳩

d
．
る
f
舟

ω
桑
物
上
島
参

図
1
0
り

六
月
十
五
日
条
「
又
」
主
文
の
「
右
」
記
事
争
　
　
僑
（
丙
筆
・
六
月
十
二
日
条
主
文
の
「
右
」
記
事
V
　
小
口
　
（
丙
筆
・
六
月
十
三
日
差
主
文
の
「
右
」
記
事
）

七
月
二
＋
合
条
主
文
の
「
右
」
記
事
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有
（
乙
筆
．
八
月
吾
条
主
文
の
君
」
記
事
）
塗
2
筆
．
八
コ
組
暴
主
文
の
「
右
」
記
琶

七
月
五
日
条
「
又
」
主
文
の
「
右
」
記
事
倉
　
を
ω
（
甲
筆
・
七
月
六
日
条
「
又
」
主
文
の
「
右
」
記
事
）
な
（
甲
筆
・
七
月
十
三
日
条
「
又
」
主
文
の
「
右
」
記
事
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

粧
鰹
Q
船
艇
ヨ
に
　
期



　
の
型

図
1
0
9
　
六
月
二
十
日
～
三
十
日

芯

天
平
宝
字
　
　
六
年

主
　
　
　
　
　
文

「
右
」
記
　
事

位
　
　
　
署

米
　
　
　
黒
　
　
白
　
乗
・
塩
・
醤
・
海
・
津

右
　
料
　
如

都
宿
　
（
領
位
署
）

六
月
二
＋
日
　
　
又

⑤
永
　
　
b
里
　
　
　
⑤
昏
　
◎
砧

d
塩
f
考
h
姻
・
．
禦
鹿
茸
健

孝
来
　
　
｛
　
・
‘
　
④
霧
　
◎
焔

d
名
f
僻

　
　
　
　
玉
ω
警
　
．
、
層
と
馬
魯

⑤
慕
　
　
b
叉

d
ζ
f
科
素
㈲
之
T
伽
耀
．
更

二
十
一
日
　
　
収
　
　
双

・
承
　
⑧
メ
　
・
　
　
　
H
著

」
ノ
嘱
　
　
吟

⑧
窯
・
嫉
弦
5

缶
兆
　
⑤
メ
　
c
㊨
　
◎
ま
　
　
俵

石
　
新
メ

囚
ζ
妬
争
導
，
，

・
｛
　
⑲
メ
　
　
　
　
　
⑰
帳

1
石
。
為

　
　
　
あ
西
奮
㈹
之
械
　
　
　
上

二
十
二
日
　
　
又

A
ま
　
　
④
エ
　
　
も
　
　
◎
あ
　
　
橘

J
プ
を
。
禽

㈲
射
驚
－
垂

二
十
三
日

指
煮
嶺
A
　
f
〆
⑥
　
白
　
　
塗
　
　
壇

1
壱
　
　
帯

㈹
セ
丁
翌
日

二
十
四
日
　
　
又

一
　
　
　
　
「
B
’
　
　
　
　
　
　
E
由

J
ち
　
　
券

　
　
　
　
1
遷
．
濫
囚
乞
　
T
傭
　
　
　
　
よ

B
家
工
臨
　
望
⑧
D
白
　
◎
去
　
　
遊

－
イ
　
直
々

心
理
　
T
甑
メ
き
．
」

二
十
五
日

脱
よ
煮
2
⑧
　
。
◎
ゑ
⑧
峻
⑪
濯
N
許

㈹
ザ
も
　
T
払
自
重
・

職
4

K
壱
　
　
　
凸
の

㈲
や
も
T
俵
婁

二
十
六
日
　
　
収
　
　
双

め
H
堵
L
プ
鴇
　
　
　
，
4

⑧
ケ
㍗
T
梶
と
し

A
累
｝
　
　
⑧
9
♪
　
C
膚
「
　
◎
・
あ

K
ノ
貿
　
身

⑧
翌
姥
嘱
也
三

二
十
七
日

臨
峯
惹
　
翌
④
　
白
　
凌

K
ゾ
㎎
　
騎

B
柔
払
A
　
重
⑧
　
向
E
　
ム
◎
　
嘘
⑭」
ご
…
　
聾

二
十
八
日
　
　
又

A
菰
　
　
　
　
　
D
白

－
老

二
十
九
日
　
　
又

A
煮
溺
　
望
④
　
’
ぎ
　
あ
◎
　
泥

－
イ
M
軒

◎
蟹
　
T
楓
壬
δ
乞

・
煮
　
　
　
　
も

J
荏
　
　
舞
　
窺

働
ζ
・
亙
り
邑
，

三
十
日
　
又

あ
ぶ
　
一
⑧
　
も
・
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J
｛
　
々

◎
解
ら
，
も
之

飴
ま
　
　
　
・
臼

・
石
　
升
・
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・
婁
・
隻
｝

駅
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椅
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頃
“
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図
1
㈹
　
七
月
一
日
～
二
十
八
日

天
平
宝
字
　
六
年

主
　
　
　
　
　
文

「
右
」
記
事

位
　
　
　
署

米
　
　
　
黒
　
　
白
　
乗
・
塩
・
醤
海
・
津

右
　
料
　
如

都
宿
　
（
領
位
署
）

七
旦
・
二
日

（
配
－
ω
に
掲
出
）

三
日
又

A
孝
　
④
ツ
’
c
・
匂
　
ゑ
　
　
愚

右
・
脅
p
η

ω
ケ
寳
・
帳
イ
豊
a

ハ
気
　
　
　
　
ワ
由

ナ
た

ク
薯
　
ケ
盤
ギ
込
互

四
日

卜
承
茅
　
　
エ
　
ワ
勧
　
　
豪
　
　
趨

ゐ
ム
脅

・
う
選
言
イ
平
瓦

五
日
又

A
柔
　
　
④
2
　
D
魯
　
◎
み
　
　
徐J
－
弔
　
　
＊

㈹
出
監
　
T
舷
乍
己
し

A
憲
ぷ
舶
　
　
　
　
翁
　
◎
4
．
　
竣

｛

A
赤
易
　
　
　
甲
♪
⑧
　
　
臼
D
　
　
，
》
◎
　
　
依

」
｛
　
融

六
日
収
双
双

a
累
　
　
　
　
E
も
　
◎
ゐ
⑥
城
J
乙
　
弩

㈹
左
窮
　
妨
4
善
3

ホ
築
系
へ
　
奥
リ
　
　
　
遼

ソ
噛
　
　
斡

ク
職
囎
　
準
三
ゑ

チ
第
　
　
ル
エ
　
　
　
　
　
裂
　
ヨ
瞳

　
　
、
　
学
　
　
　
　
ら
ナ
叢
　
！
イ
　
　
ノ

ク
リ
育
　
み
う
．
ル

卜
来
　
　
リ
メ
　
ヲ
0
　
力
塗
　
・
環

イ
家
　
　
　
　
・
白
　
力
嘉
・
横

ラ
カ
ム
脅
　
乃

ク
裏
　
み
峯
と

七
日
収
双
双
収

チ
諾
　
　
リ
エ

タ
煮
　
　
　
汐

ク
矛
奪
争
診
し

A
券
　
　
　
　
　
E
向

－
孟
　
　
島

⑧
碧
　
勉
強
℃

A
蟻
　
　
⑧
里

J
．
ノ
ロ

㈹
ケ
柘
　
千
畜
ミ

柔
　
　
④
重
　
　
b
　
◎
ホ
　
　
佐

J
ノ
槻
　
幽
「

八
日
又

A
菰
　
　
　
　
　
白
　
◎
声
　
塩

一
孟
。
死

⑧
ケ
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3
愚
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B
教
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～
⑤
D
白
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⑪
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日
収
双
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⑯
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；
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十
日
　
又
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「
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．
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ク
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L
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十
一
日
　
又
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ま
　
　
④
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◎
柔
　
⑪
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ζ
M
許
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承
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A
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◎
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．
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丁
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⑧
　
　
向
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収
　
双
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⑪
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右
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右

A
4
端
㎞
　
翌
⑪
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双
　
双
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E
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右
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⑧
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⑧
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漉
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双
　
双

A
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⑨
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右
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∂
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．
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双
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双
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右
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タ
孟
　
　
　
　
”
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④
里
　
　
　
臼
　
◎
ゑ
　
　
略

L
右
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．
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又

云
孫
翫
　
　
　
　
E
白
　
◎
声
　
　
　
＊

J
ζ
　
o
脊

㈹
押
和
　
T
放
訴
直
乙

十
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日
　
又

角
承
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A
　
　
7
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⑧
　
　
白
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櫨
唱

J
石
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B
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D
面
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右
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㈹
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9

B
柔
煮
A
　
ヌ
⑧
C
白
　
ま
　
⑪
捲
J
右
M
磐

十
八
日
　
収
　
双

A
よ
鑑
恥
　
　
？
「
⑧
　
　
も
　
　
　
・
ま
　
　
㊤
殖

J
ナ
僧
　
　
勘

⑧
碧
　
　
T
候
千
ろ
二

A
エ
　
　
　
　
　
　
c
㊨

⑪
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盈

振
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2
⑧
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家
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双
　
双

A
瓢
　
　
～
⑧
D
も
　
ま
　
◎
甚
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野
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ま
　
　
　
　
　
D
白
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J
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⑧
ケ
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↓
孟
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E
白

J
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〃

⑧
卸
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T
峻
質
適
L

B
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f
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⑧
D
魯
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触
J
誇
　
　
弁

二
十
日
　
収
　
双
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棚
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⑧
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④
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⑪
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脅
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十
一
日
　
収
　
双
　
双
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米
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⑪
蜘

老
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舟

㈹
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右
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イ
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E
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影
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B
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Φ
・
c
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⑪
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晒
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薦
孝
よ
A
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④
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5
家
　
　
㊦
嶺

J
塩
M
脅

二
十
二
日
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双
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峯
エ
　
エ
⑤
　
・
　
麦
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J
ノ
㎎
　
脅

鋤
を
｝
　
T
砦
4
6
と

軍
夫
　
　
　
　
　
ヲ
白

タ
右

・
書
・
饗
適
i

二
十
三
日
　
収

ハ
蓑
　
　
ル
エ
　
ヲ
占
　
力
毒
　
・
咳

庵
　
ム
智

ハ
乳
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エ
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・
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ナ
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収

B
柔
　
　
　
　
E
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教

K
ナ
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野

囚
葬
も
　
T
般
こ
‘

蓉
孤
A
　
璽
④
D
臼
　
秀
　
　
薩
一
復
　
　
糾

二
十
四
日
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　　　　　　　　　　　　　　　衣1脹湧り章頭一瓦
（注）1　主文（「又」主文も含む）　「右」記事の筆畷は「主　右」の項（（D）解移牒符案の場合は「本文」の項）に、主典
　　　　示した。甲は下道主、乙は阿刀乙万呂、丙は上馬養の筆蹟てあることを窟味する。
　　2　主文　「右」記事か何度か繰り返されたあとて位署かくる場合は、2甲、3乙のようにその回数を示した。

領位署の筆蹟は「位署」の項に順に

天平宝字 （A）造寺料銭用帳

年月日 主右1位署
但）護寺騰

3　主典位署に安都雄足か名（雄足）を自署する場合は宰卜Pを付した。領位署ては、肩書きの領もしくは案主も含めて姓名とも自署の場合は、③（下道主〉
@⑳（上馬養）、主典位署の筆者によって肩書きと姓か記され名のみか自署の場合は（S｝依k自署かない場合は、S　Kのように示した。阿刀乙万呂は位署欄に姓名を記さないか、欄外に「注阿刀乙万呂」と自署する場合は、「位署」の項の右端に④と記した。なお、⑪解移牒符案の「位署」の項に示し

@た×印は、主興位署の筆者によって下道主　上馬養以外の人物の姓名か記されていることを意味する。4　過ぎた日の条文（⑪ては案文〉か追記されている場合は、「主　右」の項にその日付を〔〕内に示した。日f†の欠失する場合は、〕てもって、その位置を推定した。なお、△印は朱筆、口は欠失を示す。月数の丸囲いは閏月を示す。
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